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EU では、EU に輸入される産品の関税品目分類および原産性について、事業者からの書面に

よる要請に対して当局が書面で回答する事前教示制度が存在する。本レポートでは、日 EU 経

済連携協定（EPA）特恵関税の適用を受けるために押さえておくべき原産地規則の基本的なポイ

ントとして、EU の事前教示制度のうち、特に、EU共通のフォームが特に用意されておらず、申

請方法が各国当局に委ねられており情報が一元化されていない特恵原産性の事前教示制度

（BOI: Binding Origin Information decision）について、EU各国税関等当局の窓口や、申請

から回答までにかかる期間等基本的な情報を整理した。 

なお、本レポート作成のために各国当局窓口へコンタクトした際に担当者から得られたコメ

ントをレポート中に参考まで掲載しているが、BOI 決定通知までの期間など、これらの情報は

あくまで聴取時点で得られたものであり、公式情報ではない点に留意されたい。 
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I. EU で定められる特恵原産性の事前教示制度（BOI） 

 

EU では、EU に輸入される産品の関税品目分類および原産性について、事業者からの書面に

よる要請に対して当局が書面で回答する事前教示制度が欧州連合関税法典（UCC）に定められ

ている1。そのうち、原産性の事前教示制度は「拘束的原産情報（BOI：Binding Origin 

Information）」と呼ばれるが、その回答と管理の枠組みについて、輸入者が輸入申告時に貨物

の原産地を決定するにあたり、関連法令や協定条文等に基づく原産地規則、加盟国の公示や欧

州委員会の GSP ガイダンス2などを調べても、個別の輸入貨物の具体的な原産性を判断するの

は難しいことがある。このため、各加盟国の税関当局は、原産地認定の事前教示に関する照会

を文書で受け付けている。 

BOI の具体的な申請方法や回答手続きについては、UCC およびこれを補足する二つの欧州

委員会規則に定められており、原則的に、照会から 120 日以内に回答することが各加盟国に義

務付けられている。これらの規則に加えて、欧州委員会のガイダンス3でもこれら規則の解釈に

ついて説明されているが、EU 共通のフォームは特に用意されておらず、申請方法は各国当局

に委ねられている。本章では、EU で定められている内容について根拠法および欧州委員会の

ガイダンスを基に説明する。 

 

 BOI の根拠法 

BOIの申請・回答手続きは、EUの関税基本法である「欧州連合関税法典（UCC：Union Custom 

Code）」と、これを補足する二つの欧州委員会規則に定められている。4 

① 関税法典を規定する欧州議会および理事会規則（EU）No 952/2013（UCC）5： 

EU と域外の第三国との間で取引される産品に適用される関税手続きおよび一般規則を体

系的に組み込んだ関税基本法。関税体系に関する原則や各種規定、産品の輸出入に関する

手続き、関連制度などの各項目の枠組みを定めている。法典では各項目の大枠の記述にと

どまっており、各制度の詳細は欧州委員会委任規則や実施規則で定められる。 

② 欧州委員会実施規則（EU）2015/2447（UCC 実施規則）6： 

                                                   
1 EU において関税品目分類に関する事前教示制度は「拘束的関税分類情報（Binding Tariff Information: 

BTI）」という別の制度となっている。詳細は以下および脚注 10 参照。 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-

tariff/binding-tariff-information-bti_en 
2 The European Union's RULES OF ORIGIN for the Generalised System of Preferences A GUIDE FOR 

USERS 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/

rules_origin/preferential/guide-contents_annex_1_en.pdf 
3 “Guidance on Binding Origin Information”, European Commission（2017 年 7 月 1 日発行） 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_boi_en.pdf  
4 詳細はジェトロ制度情報「EU 関税制度関連法」でもまとめている。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf  
5 Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council of 9 October 2013 laying 

down the Union Customs Code（規則 2016/2339 により改正） 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0952  
6 Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447 of 24 November 2015 laying down detailed rules 

for implementing certain provisions of Regulation (EU) No 952/2013 of the European Parliament and of 

the Council laying down the Union Customs Code 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/what-is-common-customs-tariff/binding-tariff-information-bti_en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/guide-contents_annex_1_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/guide-contents_annex_1_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/guidance_boi_en.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013R0952
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UCC を域内で統一的に実施するための具体的な規定を記載している。 

③ 欧州委員会委任規則（EU）2015/2446（UCC 委任規則）7： 

UCC の非本質的な要素に関する詳細なルールや施行内容などを記載している。 

 

BOI の申請で、通関認可事業者（AEO：Authorised Economic Operator）8や事業者登録・

識別（EORI：Economic Operators Registration and Identification）システム9、関税分類の

事前教示制度「拘束的関税情報（BTI：Binding Tariff Information）」10などの番号の記載が必

要になる場合があるが、これらの制度についても、上記の 3 つの規則に定められている。 

 

 申請の条件 

 

（1）事業拠点、EORI ナンバー、代理申請 

BOI 申請者が EU 域内に事業拠点を保有していなければならないという規定はないが、申請

にあたっては、EU の EORI システムで EORI ナンバーを取得し、これを申請書に記載する必

要がある（UCC 委任規則第 11 条(1)(a)および付属書 A）。EORI ナンバーを取得していない EU

域外事業者は、初めて BOI を申請する国に対して EORI ナンバーを登録する（UCC 第 9 条

(2)）。 

BOI 申請にあたっては、代理人に依頼することができる（UCC 第 18 条）。代理人が依頼人

に代わって、依頼人の名前で手続きを代理すること（直接的代理）、代理人が依頼人に代わって、

自己の名において手続きを行い BOI 決定の保持者となること（間接的代理）も可能である。欧

州委員会のガイダンスでは、EU 域外企業の場合、すでに EORI ナンバーを取得している代理

人を指名する方（間接的代理）が便利であるとしている。この場合、税関申告も間接的代理人

の名で行う必要がある。 

 

                                                   
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG  

7 Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 of 28 July 2015 supplementing Regulation (EU) No 

952/2013 of the European Parliament and of the Council as regards detailed rules concerning certain 

provisions of the Union Customs Code 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2446 
8 AEO：産品のセキュリティ 管理や法令遵守において一定の要件を満たす事業者を AEO として認定し、通

関手続きの簡素化などの優遇措置を与えるもの。AEO 資格には、[1] 通関手続き簡素化の優遇を受けるも

の（AEOC）、[2] セキュリティ面での税関審査・検査削減などの優遇を受けるもの（AEOS）、[3] その両方

の優遇を受けるもの（AEOC/AEOS または AEOF）、の 3 種類がある。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf 
9 EORI：通関手続きの際の企業の識別や税関当局間の連絡を容易にするため、EU 域内の事業者（法人およ

び個人）の登録および識別のために EU 全加盟国共通の固有番号（EORI ナンバー）を与えるシステム。EU

域内で税関申告や AEO 申請などの際に必要となる。EU 域内の事業者は、加盟国内の税関当局において

EORI ナンバーを取得しなければならないが、EU 域外の事業者についても、EU 域内で税関申告や AEO な

どの申請を行う場合は、最初に手続きを行う加盟国の税関当局から EORI ナンバーを取得する必要がある。 

https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf 
10 BTI：ある産品がどの品目コードに分類されるかについて、事業者は、加盟国当局に対し拘束的関税分類情

報（BTI：Binding Tariff Information）を求めることができる。BTI は原則として 3 年間有効で、EU のい

ずれの加盟国においても BTI に従った分類を受けることができる。 

https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/trade_03.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015R2446
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf
https://www.jetro.go.jp/ext_images/jfile/country/eu/trade_03/pdfs/eu_p15_3I010.pdf
https://www.jetro.go.jp/world/europe/eu/trade_03.html
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（2）申請先 

申請先は、申請者が事業拠点を置いている加盟国、または BOI 決定の情報を使用する予定の

加盟国のいずれかとなる（UCC 委任規則第 19 条(1)）。申請者は、これらの国の税関当局に添

付資料や裏付け資料とともに BOI を申請する。各加盟国の申請先は「II．EU 加盟各国への申

請手続き」に掲載したとおりであるが、BTI の申請先とは窓口が異なる国も多いため留意され

たい。 

 

（3）申請できる製品の数、申請数、回答の利用目的 

BOI の一度の申請に含められるのは、ある産品の一つの状況についての原産性の判断のみで

ある（UCC 実施規則第 16 条(3)）。ここでいう「状況」とは原産地判断につながる状況を指し、

「一つの状況」とは、ある産品が同じ製造プロセスで同等の材料を使って同じ状況の下で得ら

れた場合をいう。申請先の窓口は加盟国ごとに存在するが、同じ関税分類の特定の品目の一つ

の状況に対して、EU 域内で一度しか申請を提出できない（UCC 第 33 条(1)(a)）。また、申請

には、BOI 決定を実際に利用する（すなわち BOI 決定を利用した FTA 等の特恵税率適用を受

ける）意図（または BOI 決定を必要とする税関手続きを利用する意図）がなければならない

（UCC 第 33 条(1)(b)）。 

 

 申請の手段と申請に必要な情報 

 

（1）申請フォームおよび申請手段 

BOI の申請フォームは EU レベルで定められたものがなく、加盟国にも申請フォームを提供

することは義務付けられていないが、多くの加盟国で申請フォームが用意されている（申請フ

ォームがある国については「II．EU 加盟各国への申請手続き」に説明とともに掲載した）。 

BOI 申請の提出方法は、申請先の加盟国が定めた手段で申請するが、国によって異なり、下

記のような方法がある。BOI の申請に電子システムが導入されている国では、原則的にそのシ

ステムを通して提出する決まりであるが、そうでない国では書類での申請（郵送）が認められ

ている（UCC 第 6 条(1)および UCC 委任規則第 19 条(3)）。 

 書類申請（必要項目を含む書簡） 

 当該加盟国が用意している申請フォームへの記入（ファイル上やオンラインフォームに記

入し、印刷のうえ郵送する場合もある） 

 電子データ処理技術（EDPT：Electronic Data-Processing Techniques）を通した申請（当

該加盟国が電子システムを導入している場合は、原則的にこの方法で提出） 

 

（2）申請に必要な情報 

申請者は回答に必要とされる全ての情報を提供する義務がある（UCC 第 22 条(1)）。当局は

申請受理後、内容を精査する過程で追加情報を請求することができる。BOI の申請に必要な項

目は、UCC 委任規則の付属書（Annex）A に定められている。この内容を図図表 1 にまとめ



 

 

2018.12             Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 

4 

た11。 

なお、申請を提出することによって、データは欧州委員会のデータベースに保存され、機密

情報以外の全てのデータ（写真、画像、パンフレットなどを含む）が欧州委員会ウェブサイト

に公開される12ことに合意したものとみなされる（UCC 委任規則第 19 条(2)）。 

 

図表 1 BOIの申請に必要なデータ項目 

データ 

項目番号 

データ項目名 求められるデータ 

グループ 1：申請に関する情報 

1/1 申請のコードタイプ 申請先加盟国が申請フォームを定めていない場合、申請の書簡にコードタイ

プ「BOI」と記載（申請フォームがある場合はフォームの冒頭またはフォーム

の見出しにコードタイプが表示されている） 

1/2 署名／認証 書類申請の場合、申請提出者の署名（肩書も記載） 

加盟国が BOI申請に EDPTを採用している場合、申請提出者（申請者または代

理人）は認証を行う 

グループ 2：裏付資料、証明書、承認 

2/1 その他の申請および

回答 

（5/1、5/2に記載した）同一あるいは類似の産品に対し、同じ法的根拠で申

請を行ったことがある場合や、すでに BOI 決定を受けている場合、その旨を

申請登録番号や回答参照番号とともに記載 

※同一あるいは類似の産品に対し、同じ法的根拠で BOI 決定を受けたことが

あるが、その回答が失効している場合や、有効期限の終了が近い場合は、

受理に必要な全条件が満たされていれば、新たな申請を受理できる 

※当該産品について、過去に BTI の申請または回答を受けている場合、申請

者または代理人はその旨を申請登録番号や回答参照番号とともに記載 

2/2 他の保持者に対して

発行された BOI／BTI

回答 

同一あるいは類似の産品に同じ法的根拠で発行済みの BOI 決定に関し情報を

持っているかどうか 

※情報を持っている場合は、その内容を全て（特に参照番号、BOI決定が有効

とされた開始日および関税分類コード）を記載 

同一の産品に対する BTI回答に関する情報を持っているかどうか 

※持っている場合はその内容を全て記載 

2/3 未決または通達済み

の法的・行政手続き 

原産性に関し EU 域内で未決となっている法的または行政手続きに関する情

報や、EU域内で当該産品の原産性について下りている裁判所判決に関する情

報を持っているかどうか 

※情報を持っている場合は、裁判所名・住所、未決のケースや判決の参照番

号等の関連情報を記載 

2/4  添付資料 申請に添付した資料の数およびそのリスト 

※リストに資料の種類、（該当する場合）識別番号、文書の発行日を記載 

※添付資料に、申請書に記載したデータ項目に関する追加的情報が含まれて

いる場合は、そのデータ項目について言及 

グループ 3：当事者 

3/1 申請者／回答の保持

者 

申請者／回答の保持者の氏名・住所（間接的代理の場合は申請者となった代

理人の氏名・住所） 

 

3/2 申請者／回答の保持

者の識別 

申請者／回答の保持者の EORI ナンバー（間接的代理の場合は代理人の EORI

ナンバー） 

3/3 代理人 直接的代理の場合、代理人の氏名・住所 

                                                   
11 UCC 委任規則付属書 A では、BOI だけでなく、BTI や AOE、EORI ナンバーなど、通関に関連する様々

な申請要綱や、これらに対する決定や承認などに必要なデータの項目（DE：Data Elements）を一覧表の

形で定めている。図表 1 はこの一覧表から BOI の申請決定に必要とされるデータ項目とその説明のみを抜

粋した。表中のデータ項目番号が続き番号になっていないのはそのため。 
12 2018 年 8 月上旬時点で BOI 決定のデータベースは公表されていない。AEO や BTI、EORI ナンバーなど

は、 EU の税関関連のデータベースは欧州委員会（税制・関税同盟総局）のウェブサイト

（https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services-and-databases-customs_en）に掲載されている。 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/online-services-and-databases-customs_en
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※税関当局から要求があった場合、代理契約や委任状、権限移譲を証明し代

理資格を確認できるその他の文書等の証拠を提出 

3/4 代理人の識別 直接的代理の場合、代理人の EORIナンバー 

3/6 申請責任者の連絡先 申請上の全ての情報に関し当局からの問い合わせの窓口となる申請責任者の

氏名および連絡先（電話番号、Eメールアドレス） 

グループ 4：日付、時間、期間、場所 

4/1 場所 申請書に署名した場所（書類申請の場合のみ記載。電子データ処理技術（EDPT）

の場合は認証が行われた場所） 

4/2 日付 署名の日付（EDPTの場合は認証が行われた日付） 

4/3 税関目的の主な会計

情報がある場所また

はこのような情報に

アクセス可能な場所 

税関目的の主な会計情報がある場所またはこのような会計情報にアクセス可

能な場所の住所（国名を含む）： 

※税関目的とは、通関を含む税関当局による監視、監査を指す。商用会計資

料や税務会計資料等が税関目的の主な会計情報として認められる 

※国連欧州経済委員会（UNECE）が制定している港および地名コード

（UN/LOCODE）で明確に分かる場合は住所の代わりに使用可 

※会計情報がある国が EORI（データ項目 3/2）の登録情報にある国と異なる

場合のみ記載し、申請者が AEOである場合は記載不要 

グループ 5：産品の特定 

5/1 品目コード 申請対象製品の関税分類コードの「項」（heading：上 4桁）/「号」（subheading：

上 6桁） 

※当該産品とその原産性の回答ルールを特定できるよう詳細に記載 

※同一の産品に対し BTI 回答を保有している場合、その回答により決定され

た関税分類コードを記載 

5/2 産品の説明 産品を特定できるような説明（商品名、製品番号、サイズ、色、マークなど） 

グループ 7：活動・手続き 

7/1 取引のタイプ 申請が、輸入取引・輸出取引のいずれに関連するか 

グループ 8：その他 

8/4 サンプル等 製造プロセスや材料の加工を説明するのに役立つ、産品の組成やコンポーネ

ントの材料に関する写真やパンフレット等の資料 

※サンプルは税関当局から特に請求があった場合のみ提出 

8/5 追加情報 追加情報（申請者が必要とみなす場合、任意で提出することが可能） 

III: BOI申請及び決定のために要求される特定のデータ 

III/1 法的根拠 当該産品の原産性を評価するための法的根拠（下記二つのいずれか） 

- 申請が非特恵原産の判断に関連する場合：UCC第 59条 

- 申請が特恵原産の判断に関連する場合：UCC第 64条および当該 BOIを使用

する予定の EU域外国との特恵措置協定等 

III/2 産品の構成  産品の構成とその工場渡し（ex-works）価額（この情報が原産性の判断に必

要な場合） 

III/3 原産性の判断を可能

にする情報 

（原産地規則の申請

に必要な場合） 

- 使用した材料に関する情報：原産地（最終製品の法的枠組みと同じ法的枠

組みで判断するもの）、関税分類（最低 4 桁、原産地規則によっては 6 桁

必要となる場合あり）、価格、重量 

- 作業や加工に関する情報：作業を行っている場所、工程手順、内容（生産

方法、使用している機械、求められるノウハウ、その他有益な追加的情報） 

- 当該産品に適用されると考える原産地規則と原産性 

※二つ以上の産品でプロセスと使用材料が異なる場合は、商品名が同じでも

個別に申請する 

III/4 機密扱いとするデー

タ 

どの情報を機密扱いにすべきか 

III/7 工場渡し価額  当該産品の工場渡し（ex-works）価額 

出所： 欧州委員会委任規則（EU）2015/2446（UCC委任規則）Annex A（COMMON DATA REQUIREMENTS FOR 

APPLICATIONS AND DECISIONS）- TITLE I（Applications and decisions）および TITLE III（Application 

and decision relating to binding origin information）、欧州委員会 BOIガイダンスより作成  
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 申請の受理から決定の通知までの期間 

 

（1）時間 

BOI の申請を受けた税関当局はまず、申請受理要件が満たされているかどうかを確認し、満

たされている場合は申請受付日から 30 日以内に申請者に受理を通知する（UCC 第 22 条(2)）。 

申請受理日から原則、120 日以内に BOI 決定（原産性に関する回答）を発行しなければなら

ないルールとなっている（UCC 第 22 条(3)）。ただし、当局が、提出された情報の精査が必要

であると判断した場合、30 日間の期間延長が認められている（申請受理日から最長 150 日以

内）（UCC 委任規則第 13 条(1)）。まれに、試験分析が必要となり、30 日の延長期間内に完了し

ない場合は、さらなる延長も認められるが、これには特に期限は設けられていない（UCC 委任

規則第 20 条(2)）。こういった延長を行う場合、当局は申請者に延長理由を通知する義務がある

（UCC 第 22 条(3)）。 

 

（2）提出情報の精査 

申請内容に原産性の判断に必要とされる情報の不備・不足がある場合、当局は申請者に追加

情報を請求できる。当局は追加情報の請求として妥当な期限を設けることができるが、この期

限は 30 日を超えないものと定められている。受理に必要なすべての情報を当局が受け取るま

で、申請が受理されたことにはならない。 

当局が提示した期間内に申請者が回答できない場合や、回答内容が不十分な場合、BOI を発

行できない理由を示した回答が発行される。申請者は求められた全ての情報を提供できる時に、

再申請することができる。 

 

 BOI 決定の通知と使用 

 

（1）通知 

税関当局は、UCC 実施規則付属書（Annex）12-02 に掲載されている項目に沿って BOI 決

定（原産性に関する回答）を発行する。 

BOI 申請が電子データ処理技術（EDPT）以外の手段で行われた場合、税関当局による回答

も EDPT 以外の手段が認められており（UCC 委任規則第 21 条）、この場合は図表 2 のフォー

ムを使用する。EDPT を介して通知する場合は、このフォームの内容に準じ印刷可能な形で通

知する（UCC 実施規則第 18 条(1)および(2)）。なお、このフォームは英語のものを示したが、

Box 15 にどの公用語で記載されたかが表示される。 

また、税関当局は、欧州委員会に BOI 決定の詳細を四半期ごとに伝達し、欧州委員会は、こ

の内容を全加盟国の税関当局が利用できるようにする（UCC 実施規則第 19 条(1)および(2)）。 

 

（2）BOI 決定の使用、有効期間と延長 

BOI 決定の保持者は、輸入または輸出の都度、税関申告に BOI 決定参照番号を記載する。税
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関当局が BOI 決定の提示を求めることがある。税関当局側は、税関申告された産品と BOI 決

定の産品が同じものであるか確認する必要があり、BOI 決定の保持者は、税関申告する産品が、

回答に記載された内容と合致していることを証明できなければならない。 

回答通知後に回答内容や継続に影響を及ぼす要因が生じた場合、直ちに税関当局に通知する

必要がある（UCC 第 23 条(2)、UCC 第 33 条(4)(b)）。 

BOI 決定は通常、3 年間有効であるが、この期限前に失効や廃止、取り消しされることもあ

る（UCC 第 33 条(3)）。また、回答の失効・取り消し前に、その回答に基づき結ばれた拘束力

のある契約に関しては、申請者の要求に応じて、当該産品の輸入に引き続き使用することがで

きる（輸出には適用できない）。延長期間は、失効または取り消し日から最長 6 カ月間である。

延長の申請は、期間延長の必要な数量と延長期間中に産品の通関が行われる加盟国名を明示し、

失効または取り消しとなった日から 30 日以内に提出する必要がある。税関当局は、回答に必要

な全ての情報を受理した日から遅くとも 30日以内に回答を行う。（UCC第 34条(9)およびUCC

実施規則第 22 条） 

なお、BOI 事前教示を受けても、原産地証明の提出の要件を免除されるわけではない13点に

留意されたい。 

 

  

                                                   
13 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/introduction_en   

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/introduction_en
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図表 2 EUで定められる BOI 決定通知フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 決定を行う税関当局 

2. BOI決定参照番号   当該国管理用の参照番号（ある場合）＊ 

3. 決定の保持者（フルネームおよび詳細） 機密扱い 

EORIナンバー 

4. 決定の有効期間：回答の有効開始日／延長期間の終了日 

5. 申請日および申請登録番号（番号がある場合） 

6. 品目コード（この分類はあくまでも目安であり、Box 17の BTI決定を除き当局側に拘束的

なものではない） 

7. 産品の説明および（求めがあった場合）その組成物と産品の検査方法、商品名 機密扱い 

8. 原産国および法的枠組み（特恵／非特恵、当該協定／条約／決定／規則、特恵原産である

と判断できない場合「非原産材料」である旨等） 

取引のタイプ：輸入または輸出 

9. 税関当局による原産性評価の根拠（商品が単一の国または地域において完全に生産された

ものである、最後に実質的な加工がなされたものである、その製品の作業または工程が不

足していない、累積が認められる、など） 

10. 工場渡し（ex-works）価額（求めがあった場合） 機密扱い 

11. BOI決定参照番号 

12. 主要材料（求めがあった場合）、その原産国、HSコード（4桁）／CNコード（8桁）、価格 

 機密扱い 

13. BOI決定参照番号 

14. 原産性が認められるために必要な加工の説明（必要な場合） 機密扱い 

15. 記入言語：ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、英語、スペ

イン語、エストニア語、フィンランド語、フランス語、クロアチア語、ハンガリー語、イ

タリア語、リトアニア語、ラトビア語、マルタ語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガ

ル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロベニア語、スウェーデン語のいずれか 

16. 既存の BOI決定または申請 

17. 既存の BTI決定または申請 

18. 関連キーワード 機密扱い 

19. 決定の発行に際し考慮した提出物： 

商品説明、パンフレット、写真、サンプル、その他 

一般特記事項（Box 3の下）： 

欧州議会および理事会規則（EU）No 952/2013第 34条（4）および（5）の規定に関わらず、本

BOIは決定の開始日から 3年間有効である。 

本 BOIの保持者は、税関申告する産品とその原産性を決定する状況が、本回答に記載された産

品および原産地判断につながった状況に全ての点で合致していることを証明できなければならな

い。 
（注）たとえば、ドイツの例では DE BOI XXXXXXXXという形式で記載される管理番号。 

 

  



 

 

2018.12             Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 

9 

【フォーム】 
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出所：欧州委員会実施規則（EU）2015/2447 ANNEX 12-02（Binding origin information decisions） 
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II. EU 加盟各国への申請手続き 

 

以上のように BOI の申請手続きは、ほぼ全てが EU レベルで定められているものの、関税分

類に関する事前教示制度（BTI）とは異なり、BOI は EU で統一した申請フォームがない。ま

た、提出手段についても、電子化している国や書類による申請が必要な国などばらばらである

ため、これらの情報などを加盟国ごとに整理する14。 

また、BOI を発行する各国の所管当局のリストは EU 官報（2017 年 1 月 28 日付け OJ C29）

15に発表されているが、組織変更などにより変更されている場合もあるため、併せて各国の最

新情報を掲載する。 

なお、WTO の調べによれば、28 カ国の BOI 発行数は年間およそ 1,600 件で、2016 年中に

BOI 決定を発行した国は 12 カ国、回答の 75％がある一カ国に集中しているという16。これが

どの国は明らかにはされていないが、自国語での申請を義務付けている国も多いことから、英

語で申請できる英国ではないかと思われる。申請先を決める際には、申請後に添付資料の自国

語翻訳を要求されることもあること、国によっては申請フォームの内容が他の国に比べて詳細

な国があることなども考慮されたい。 

下記表には、各国情報の中で言及する略語をまとめておく。 

 

図表 3 BOI申請に関連する略語 

法令関係 

UCC 欧州連合（EU）関税法典（UCC：Union Custom Code） 

UCC委任規則 欧州委員会委任規則（EU）2015/2446 

UCC実施規則 欧州委員会実施規則（EU）2015/2447 

制度関係 

AEO 通関認可事業者（AEO：Authorised Economic Operator）：産品のセキュリティ管理や法令

遵守において一定の要件を満たす事業者を AEOとして認定し、通関手続きの簡素化などの

優遇措置を与えるもの 

BOI 拘束的原産情報（BOI：Binding Origin Information）：原産地規則の事前教示 

BTI 拘束的関税情報（BTI：Binding Tariff Information）：関税分類の事前教示 

EORIナンバー 事業者登録・識別（EORI：Economic Operators Registration and Identification）ナン

バー：通関手続きの際の企業の識別や税関当局間の連絡を容易にするため、EU域内の事業

者（法人および個人）の登録および識別のために EU全加盟国共通の固有番号（EORIナン

バー）を与えるシステム 

EDPT 電子データ処理技術（EDPT：Electronic Data-Processing Techniques）： 

申請提出や税関当局からの受理通知や事前教示回答に使用される電子システムの一般名称 

関税関係 

CNコード EU合同関税品目分類（Combined Nomenclature）コード：世界共通の HSコードをベースに

した EU独自の品目分類コード（8桁）で、HS分類（1～6桁目）と、EU独自の CN

（Combined Nomenclature）下位品目分類（CN subheadings、7～8桁目）で構成される EU

で最も詳細な関税品目分類 

TARICコード EU統合関税率（TARIC：Integrated Tariff of the European Communities）コード： 

8桁の CNコードに加え、原産地別の関税率や導入されている関税措置の内容を 9～10桁目

に TARIC下位分類（TARIC subheadings）に設定 

                                                   
14 日本からの輸出額の多い国順に記載した（2017 年財務省貿易統計）。 
15 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)  
16 World Trade Organization, “TRADE POLICY REVIEW, Report by the Secretariat – The European Union 

WT/TPR/S/357” (17 May 2017) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155733.pdf   

出所：各種情報より作成 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/july/tradoc_155733.pdf
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 ドイツ 

 

（1）申請方法 

ドイツにおける BOI（ドイツ語で vUA：verbindliche Ursprungsauskünfte）の申請は、以

下の二つの場合で申請窓口が異なる。 

（A） 特恵原産、および、非特恵原産のうち(i)作業または加工が EU 域外で行われた場合、

もしくは(ii)EU 共通農業政策や EU 共通漁業政策などの EU 共通市場制度の対象とな

る産品で、当該政策による恩恵の付与が非特恵原産性に基づき決定される場合 

（B） 非特恵原産のうち、EU 域内で完全に取得または製造、作業、加工された産品（ただし

上記（A）（ii）を除く） 

 

上記（A）の特恵原産と EU 域外で加工された非特恵原産の産品等については、ハノーバー

の税関当局（Hauptzollamt Hannover）の BOI 部署が申請窓口となる。一方、（B）の EU 域

内で完全に取得または製造、作業、加工された産品については、ドイツ国内各地域の商工会議

所が申請窓口となる。どの商工会議所の管轄となるかは、ドイツ商工会議所のウェブサイト

（https://www.dihk.de/）から確認可能である。担当以外の窓口に申請してしまった場合には、

担当当局または部署に転送され、その旨が申請者に通知される。申請を受け付けた当局は、受

理確認の旨を申請者に通知する。 

 

ドイツの申請窓口（A）：特恵原産、および、非特恵原産のうち(i)作業または加工が EU域外

で行われた場合、もしくは(ii) EU 共通市場制度の対象となる産品で、当該政策による恩恵

の付与が非特恵原産性に基づき決定される場合 

所管当局： Hauptzollamt Hannover 

部署： Arbeitsbereich Verbindliche Ursprungsauskünfte 

住所： Waterloostraße 5 

30169 Hannover Germany 

電話番号： +49 511101 2480 

Eメール： poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de 

申請フォーム

入手先： 

http://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0305 

制度概要 URL： http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-

Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.

html 

 

ドイツの申請窓口（B）非特恵原産のうち EU域内で完全に取得または製造、作業、加工され

た産品（ただし（A）（ii）を除く） 

所管当局： Industrie- und Handelskammern Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag（DIHK） 

（Association of German Chambers of Commerce and Industry） 

https://www.dihk.de/
mailto:poststelle.vzta-hza-hannover@zoll.bund.de
http://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0305
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
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住所： Breite Straße 29 

10178 Berlin Germany 

電話番号： +49 302030 82321 

Eメール： info@dihk.de 

申請フォーム

入手先： 

http://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0305 

制度概要 URL： http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-

Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node

.html 

 

BOI 決定の申請は原則無料だが、申請者に対し特定の費用（分析、専門家からの報告費用、

サンプルの返送費用、等）が請求される場合もある。郵便小包や宅急便によるサンプルの返送

は、申請者が送料を負担する場合のみ可能である。 

申請には、できる限り、原産性を特定する産品の十分な量のサンプルを提出することが望ま

しいとされるが、大きさや重量、腐敗性、価値などの特性から提出が難しい場合は、原産性の

判断を可能にするための写真やパンフレット、詳細説明を提出する必要がある。当局の要請が

あれば、添付書類をドイツ語で翻訳し提出しなければならない。 

 

（2）申請フォーム 

上記（A）（B）いずれの場合も、BOI 決定の申請は、書面で行わなければならない。特定の

申請フォームの使用が法的に規定されていないが、UCC が求める全ての必要情報がもれなく記

載されるよう税関当局が提供する見本の申請フォームを利用することが望ましい。 

この申請フォームは、連邦財務省関税局のウェブサイトのリンクからダウンロードできる。

申請フォーム入手先のリンクをクリックすると、データ保護の了承に関するメッセージが出る

ため、右の「Akzeptieren（承諾）」ボタンをクリックすると申請フォームが開く。申請フォー

ムにはフォーム上で直接入力が可能である。一度ファイルを開くと、セッションが開始され、

1 セッションは 45 分間となっている。ファイルをコンピューターにダウンロードして利用する

こともできる。 

  

mailto:info@dihk.de
http://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0305
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Ursprungsauskuenfte/ursprungsauskuenfte_node.html
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図表 4 ドイツの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（氏名、住所、担当者名） 

電話： 

FAX： 

Eメールアドレス： 

EORIナンバー： 

主要会計情報がある場所： 

2. 申請責任者（氏名、住所） 

電話： 

FAX： 

3. 直接代理人（氏名、住所） 

電話： 

FAX： 

EORIナンバー： 

4. BOIの更新申請 

BOIの更新申請時にのみ記入 

BOI決定参照番号、有効開始日（年、月、日） 

5. UCC第 22条および次の条項に基づいた BOI決定申請 

UCC第 59条 □（非特恵原産） 

または 

UCC第 64条 □（特恵原産） EUと＿＿＿＿＿＿＿＿の間で実施するモノの移動 

（該当カ所にチェックを入れる） 

取引のタイプ：輸入 □ または 輸出 □ 

6. 産品の関税分類 

7. 必要な場合、産品の工場渡し価額（ユーロ） 

8. 産品名称および産品の詳細説明 

（必要な場合、産品の組成または組成特定時に採用した検査方法） 

9. 使用した原材料、その原産と関税品目分類と価格（ユーロ）の説明 

使用した原材料、原産国、HSコード／CNコード、価格 

10. 原産性の判断を可能にする条件；特にどの原産地規則を適用しどの原産性が該当すると考えている

かを記載する；各条件を満たした状況（関税分類の変更、付加価値、製造および加工プロセスの

説明、その他の関連規則） 

11. 必要な場合、実施した製造・加工工程を明確にする目的で、サンプル、写真、図面、カタログ、そ

の他の産品の組成と原材料に関する資料を申請の添付として提出 

どの資料を添付したか？（該当する欄をチェックする） 

商品説明□ カタログ□ 写真□ サンプル□ その他の資料□ 

資料の説明（種類と数）： 

サンプルの返送は必要か？（該当する欄をチェックする）はい□ いいえ□ 

12. 一般向け、当局向けのいずれかに関係なく、機密扱いとすべき情報に関する申請者の指示 

13. Box 8に挙げたものと同じまたは類似の産品に関して、申請者が把握する範囲で、EU域内で既に

BTI回答あるいは BOI決定の申請と回答が行われたかどうかの情報 

税関当局、商工会議所、あるいは他の加盟国で、同じ産品または類似の産品に関して、既に BTIま

たは BOIの申請あるいは回答を受け取ったか。または、他者が同じ産品または類似の産品に関して

既に BTIまたは BOI決定を受け取ったことを知っているか。（選択式：はい / いいえ） 

（「はい」を選択した場合）その場合以下の項目についても記入し、可能な場合 BTI回答と BOI決定

のコピーを添付する。 

申請国： 申請国： 

申請場所： 申請場所： 

申請日： 申請日： 

BTI決定参照番号： BTI決定参照番号： 

BOI決定参照番号： BOI決定参照番号： 

産品番号： 産品番号： 

決定の有効開始日： 決定の有効開始日： 
（該当項目をチェック；記入欄が不足する場合には別紙に記載のこと） 
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14. Box 9に挙げたものと同じまたは類似の原材料に関して、申請者が把握する範囲で、EU域内で既に

BTI回答あるいは BOI決定の申請と回答が行われたかどうかの情報 

税関当局、商工会議所、あるいは他の加盟国で、同じ産品または類似の産品に関して、既に BTIま

たは BOIの申請あるいは回答を受け取ったか。または、他者が同じ原材料または類似の原材料に関

して既に BTIまたは BOI決定を受け取ったことを知っているか。（選択式：はい / いいえ） 

（「はい」を選択した場合）その場合以下の項目についても記入し、可能な場合 BTI回答と BOI決定

のコピーを添付する。 

申請国： 申請国： 

申請場所： 申請場所： 

申請日： 申請日： 

BTI決定参照番号： BTI決定参照番号： 

BOI決定参照番号： BOI決定参照番号： 

産品番号： 産品番号： 

決定の有効開始日： 決定の有効開始日： 
（該当項目をチェック；記入欄が不足する場合には別紙に記載のこと） 

15. Box 8に挙げたものと同じまたは類似の産品に関して、申請者が把握する範囲で、EU域内で未決と

なっている法的または行政手続きに関する情報や、EU域内で当該産品の原産性について下りている

裁判所判決に関する情報があるかどうか 

16. 日付、名前、署名 

参照番号： 

日付：年＿＿＿＿月＿＿＿＿日＿＿＿＿ 

場所： 

氏名： 

署名： 

BOX2横の重要な注意事項：申請者は、申請書への署名を通じ、申請書への記載内容と添付資料の内容が正

確かつ完全であることに責任を負う。申請者は、報告内容が将来的に欧州委員会のデータベースに記録さ

れ、インターネット上で一般公開されることに同意する（機密扱いとする情報については Box12を参照）。

ただし、UCC第 12条に加え、ドイツで適用されるデータ保護規制も適用対象となる。申請者は、税関当局

が要請した場合、添付資料をドイツ語に翻訳し提出することに同意する。 

BOX5の下の注意事項：UCC第 64条の場合：EUが協定締結を通じて特恵措置を規定する場合や、一方的な特

恵供与を通じて特恵措置を講じている場合に、輸入と輸出の相手となる国や地域などを記載。 

UCC第 59条の場合：Hauptzollamt Hannover（ハノーバー税関当局）に加えて、非特恵原産のうち EU域内

で最終的に作業または加工された産品については商工会議所が原産性の判断を担う。（Box.5記入時の注意

事項） 

BOI決定の申請は、1種類の産品の一つの状況に対してのみ行うことができる。 
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【フォーム】 
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出所：連邦財務省関税局 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 
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 英国 

 

（1）申請方法 

英国における BOI 申請窓口は歳入関税庁（HMRC）で、申請フォームは、下記の申請窓口に

郵送する。 

 

英国の申請窓口 

所管当局： HM Revenue and Customs (HMRC) 

部署： ECSM Duty Liability Team 

住所： 10th Floor South East, Alexander House, 21 Victoria Avenue, 

Southend-on-Sea SS99 1AA, United Kingdom 

電話番号： +44 3002003700（月～金、午前 8時～午後 8時） 

+44 1702367721 

Eメール： dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk 

申請フォーム 

入手先： 

https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-apply-

for-binding-origin-information-ce1900 

制度概要 URL： https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-

binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-

information 

 

（2）申請フォーム 

上記表の申請フォームはオンラインフォームであり、全ての情報を入力した後に「印刷」ボ

タンをクリックすると PDF 化され、印刷することができる（入力途中でファイルとして保存は

できないため要注意）。申請は、産品ごとに行わなければならない。必要な情報は次頁以降の図

表 5 の通り。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

全ての必要情報を申請受理してから 45 日以内に回答することを目指すとしている。 

 

（4）その他 

申請は無料だが、サンプル分析、専門家のアドバイス、サンプル返送などの費用は、申請者

負担となることがある。BOI 決定は、不正確なもしくは不完全な情報を提供した場合、もしく

は、回答が EU 法に反するような変更がその後あった場合（ただし、もし産品が拘束的商業契

約の元にあることを示した場合には、最高 6 カ月まで回答が継続して有効となる可能性がある）

のどちらかに限り、変更できる。また、BOI 決定に不服がある場合の対処には、以下の二つの

選択肢がある。 

 回答された日付から 30 日以内に回答者に書面で再考申請をし、不服である理由や、申請

の根拠となるような証拠や情報も送付する。もし再考申請が認められるようであれば、外

部チームに送付され、中立的に再考される。 

 HMRC ではなく、裁判所に直接、独立裁判請求をする。 

mailto:dutyliability.policy@hmrc.gsi.gov.uk
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-apply-for-binding-origin-information-ce1900
https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-apply-for-binding-origin-information-ce1900
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
https://www.gov.uk/government/publications/notice-831-european-union-binding-origin-information/notice-831-european-union-binding-origin-information
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図表 5 英国の BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

記載事項 

1. 申請者 

申請者とは、BOIを関税当局に申請した人物のことである。 

名前  

 

住所 

この住所は英国内の住所か 

 □はい 

 □いいえ 

住所 1行目  

住所 2行目  

住所 3行目（任意）  

郵便番号  

電話番号  

FAX番号を持っているか 

 □はい 

 □いいえ 

2. 保持者  機密扱い 

保持者とは、BOIが発行される名前を持つ人のことである。 

名前  

 

住所 

この住所は英国内の住所か 

 □はい 

 □いいえ 

住所 1行目  

住所 2行目  

住所 3行目（任意）  

郵便番号  

電話番号  

FAX番号を持っているか 

 □はい 

 □いいえ 

FAX番号  

3. 代理人 

代理人の指定を希望するか 

 □はい 

 □いいえ 

名前  

 

住所 

この住所は英国内の住所か 

 □はい 

 □いいえ 

住所 1行目  

住所 2行目  

住所 3行目（任意）  

国  

電話番号  
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FAX番号を持っているか 

 □はい 

 □いいえ 

FAX番号  

4. BOIの詳細 

BOIの再発行のための申請か 

 □はい 

 □いいえ 

 

関税分類 

関税コード  

 

取引の種類 

実際の輸入・輸出に関連した申請か 

 □はい 

 □いいえ 

どちらの法的枠組みに対する BOIか 

 □特恵 

 □非特恵 

どの協定が適用になるか 

 □GSP 

 □その他 

その他の場合はその詳細 

   

5. 産品の記述 

産品の説明と組成 

   

製造に使用された全ての材料のリスト 

（原産地ルールが非原産材料価値のための割合制限を含む場合のみ。貨幣も記入） 

使用された材料 原産国 HSコード 価額 

    

    

 

商業的額面金額や追加情報があるか 

 □はい 

 □いいえ 

商標やモデルナンバーなどを含め、機密扱いが必要な物もここに明記すること 

商業的額面金額や追加情報   

原産国  

輸出国は原産国と異なるか 

 □はい 

 □いいえ 

輸出国  

輸入国  

 

原産地ルール（工場渡し価額が関連する原産地ルールに出てくる場合は必須） 

   

工場渡し価額（製造業者から直接 HMRCに送付することもできる＊1） 

  

サンプル添付があるか 

 □はい 

 □いいえ 
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添付したもの（サンプル分析や返送などに要する費用は申請者に請求されることがある） 

 □商品説明 

 □パンフレット 

 □写真 

 □サンプル 

 □その他 

サンプルの返送を希望するか 

 □はい 

 □いいえ 一部機密密扱い＊2 

6. BOI／BTIのその他の申請  

同一もしくは同様の産品に関して、英国もしくは他の EU 加盟国で BOI／BTI を申請もしく

は発行されたことがあるか 

 □はい 

 □いいえ 

 

発行されたのは BOI／BTIのどちらか 

 □BOI 

 □BTI 

 

申請国  

申請日  

BOIナンバー  

発効日  

 

申請国  

申請日  

BTIナンバー  

発効日  

7. 宣言 

（申請者の）参照番号があるか 

 □はい 

 □いいえ 

参照番号  

 

□提供した情報が正しいことを確認した。（定型文） 

申請者は、ここにサインすることによって、情報の正確性と完全性に対して責任を取り、欧

州委員会のデータベースに情報が保管されることに同意する。 

署名  

名前  

日付 年   月   日 
＊1 輸入商品に関して BOIが必要であり、機密情報であることを理由に、申請者が製造事業者から必要情報

を入手できなかった場合には、海外製造事業者から BOI申請窓口に直接情報を送付することができる。

その場合、申請者は、「関連する情報は、海外の製造事業者によって直接 HMRCに送付された」という一

文を申請書に記入する必要がある。 
＊2 産品の説明と組成、商業的額面金額や追加情報、工場渡し価額は機密情報として扱われる。 

（注）オンラインフォーム上では Box番号は存在しないが、記載の番号は便宜上のもの。 
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【オンラインフォーム】 
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出所：HMRCウェブサイト 
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 オランダ 

 

（1）申請方法 

BOI（オランダ語で BOI：Bindende oorsprongsinlichting）の申請窓口は、税務・税関局

（Belastungsdienst/Douane Nijmegen）の原産国チーム（LOT：Landelijk Oorsprong Team）

である。申請は書面と電子的手段のどちらも可能である。申請フォームは、当局のヘルプデス

クに E メールで問い合わせて入手できる。申請フォームはオランダ語のみで英語版はない。 

BOI 決定の申請には、次の条件を満たす必要がある。 

 申請者が EORI ナンバーを保持していること（申請者が海外を拠点としていても構わな

い）。 

 申請者が BOI 決定の利用を意図していること、または BOI 決定を必要とする税関手続き

を利用する意図があること。 

 申請に、産品の原産地を特定するために必要な全ての情報が含まれること。 

 申請フォームは、申請者および／または保持者の氏名および住所を記入した上で、署名し

たものであること。 

 申請者は、申請フォームを税関当局の申請窓口宛てに提出すること（申請窓口の概要は下

記参照）。 

 

BOI の申請は、産品ごと、（用いられた製造工程などの）状況ごとに個別の申請が必要とな

る。申請後、提出した添付資料の翻訳を要請される場合もある。なお、BOI 決定は、その取得

が義務づけられている原産地証明に替わるものではないことに注意が必要である。 

 

オランダの申請窓口 

所管当局： Belastungsdienst/Douane Nijmegen（Tax and Customs Administration） 

部署： Landelijk Oorsprong Team（LOT）（National Origin Team） 

住所： Postbus 3070 

6401 DN HEERLEN The Netherlands 

電話番号： +31 88 1549529 

Eメール： helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームは当局の Eメールアドレス宛に問い合わせて入手可能 

制度概要 URL： https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/

bindende_inlichtingen-

beschikkingen_inzake_bindende_oorsprongsinlichtingen.html 

 

（2）申請フォーム 

オランダの BOI 決定申請フォームとその内容は次頁以降の通りである。  

mailto:helpdesk.oorsprongszaken@belastingdienst.nl
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/bindende_inlichtingen-beschikkingen_inzake_bindende_oorsprongsinlichtingen.html
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/bindende_inlichtingen-beschikkingen_inzake_bindende_oorsprongsinlichtingen.html
https://www.belastingdienst.nl/bibliotheek/handboeken/html/boeken/HDU/bindende_inlichtingen-beschikkingen_inzake_bindende_oorsprongsinlichtingen.html
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図表 6 オランダの BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（フルネームと住所） 
氏名： 

住所： 

電話番号： 

FAX番号： 

EORIナンバー： 

Eメールアドレス： 

2. 保持者（フルネームと住所） 機密扱い 
氏名： 

住所： 

電話番号： 

FAX番号： 

EORIナンバー： 

Eメールアドレス： 

3. 産品の（詳細）説明 
BOIを必要とする産品の詳細な説明を記載する。 

4. 原産国と BOIの根拠となる法的枠組み 
産品の原産国と非特恵原産か特恵原産のどちらかを記載する。 

5. 原産性の要素の検証／原産地規則 
該当産品にどの特恵または非特恵の原産地規則が適用されると考えられるかを記載する。 

6. 関税品目分類 
産品の 8桁の CNコードを記載する。 

7. 工場渡し価額 
原産性判断の条件で工場渡し価額に言及する場合、産品の工場渡し価額を記載しなければならない

（通貨を明示）。 

8. 使用した主要材料／原産国／関税品目分類 
ここでは、生産に使用した材料／組成物／部品、場合によっては EU域外の第三国で生産されたもの

の詳細を説明する。 

さらに、原産国、CNコード（8桁）、使用した材料／組成物、部品の価格も記載しなければならな

い。 

9. 製造プロセスの説明 
ここには、原産性を特定する産品の製造工程（全ての関連する段階）について説明する。 

10. BOIの更新 
BOI決定は 3年間有効。既に失効または有効期限の終了間近の BOI決定保持者である場合に記載す

る。 

11. 取引のタイプ 
本申請が輸入と輸出のどちらに該当するかを記載する。 

12. サンプル、写真画像、カタログなど 
ここには、税関当局が申請を処理するにあたり有用な資料として提出する、商品説明、パンフレッ

ト、写真画像、サンプルやその他のアイテムを記載する。 

13. 既存の BOIまたは BOIについての言及 
申請者が把握している場合、同じ産品あるいは類似の産品について、オランダ国内（または他の加

盟国内）の保持者が提出した他の BOIまたは BOI申請および発行済み回答の詳細に関する情報を提

供しなければならない。 

14. 機密扱い項目の明示 
一般向けと当局向けのどちらかに関係なく、機密扱いとするべき項目について記載する。 

15. 署名 
申請書をチェックし、全ての詳細を正確かつ完全に記載した後に、日付と署名を行う。 
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【フォーム】 
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出所：Belastingsdienst 

 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 
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 フランス 

 

（1）申請方法 

フランスの BOI（フランス語で RCO：Renseignement Contraignant en matière d’Origine）

申請窓口は、以下のように同国の関税当局となっている。 

 

フランスの申請窓口 

所管当局： 
Direction générale des douanes et droits indirects 

（Directorate General of Customs and Indirect Taxation） 

部署： Bureau E1 – Politique tarifaire et commerciale – Cellule origine 

住所： 
11, rue des deux communes, 

93558 MONTREUIL Cedex, France 

電話番号： +33 157534374/157534278 

Eメール： rco-e1@douane.finances.gouv.fr 

申請フォーム 

入手先： 

下記ウェブサイトから PDFでダウンロードできる。 

制度概要 URL： http://www.douane.gouv.fr/articles/a10830-renseignement-contraignant-

sur-l-origine-rco 

 

関税当局ウェブサイトでは、図表 7 に示すように、具体的な発行プロセスがフローとして示

されている。 

 

（2）申請フォーム 

BOI 申請は、フランス語のフォームに記載し、返信用切手を貼った封筒を同封して申請窓口

に郵送する。フランスは現在、BOI の電子申請手続きの導入準備を行っている。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。申請フォームへの記載をできるだけ詳細に

行うことで、審査を迅速に行うことができるとしている。申請フォーム記載に関して質問があ

る場合は、上記申請窓口の E メールアドレス宛に、BOI 申請に関する問い合わせであることを

明記して、問い合わせをする。 

 

（4）その他 

申請は無料だが、分析、専門家のアドバイスの利用などの結果、費用が発生した場合は、申

請者の負担となることがある。 

 

  

mailto:rco-e1@douane.finances.gouv.fr
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10830-renseignement-contraignant-sur-l-origine-rco
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10830-renseignement-contraignant-sur-l-origine-rco
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図表 7 フランスの BOI 発行プロセス 

 

出所： Direction générale des douanes et droits indirects ウェブサイト 

BOI申請 

申請受領通知

と申請登録 
30日以内に受理

条件の確認 

受理条件を

満たしてい

ない 

受理条件を一部

満たしていない

場合は、所管当

局が申請者に

30日以内に提

出要請 

受理条件を全て満た

している（もしくは

直ぐに補足情報要請

に対応した） 

申請者が直ぐに補足

情報を提出しなかっ

た、もしくは条件に

満たなかった場合 

申請者に BOI

申請不受理を

通知 

申請者に BOI申請

受理を通知 

新しい申請を

提出できる 

120日以内に

BOI決定の通知 

所管当局からの補足情報

要請があった場合には、

申請者は 30日以内に 

返答しなければならない 

申請者が返答しなかった

場合、もしくは提出され

た情報が原産地決定に不

十分であった場合 

申請者に BOIを発行で

きなかった理由を説明

した通知をする 

この場合、

BOI決定通知

期限が 120日

から 150日に

延長 

BOI決定の

通知 

 

BOI決定の

通知 
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図表 8 フランスの BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（保持者） 

名前／会社名： 

住所： 

通関のための主要情報が入手できる場所（他の EU加盟国にある場合で AEO以外の場合）： 

EORIナンバー： 

SIRETナンバー*1： 

AEOナンバー（該当する場合のみ）： 

EAナンバー（該当する場合のみ）*1： 

（申請者は、輸入・輸出事業者の場合や、顧客の代わりに手続きを行う通関手続き事業者で

あることもある（間接代理のみ）。申請者は自動的に BOI受領者となり、唯一、通関時に BOI

の使用が許可される。フランスで AEO登録されている事業者は、申請の扱いに関して優先さ

れる） 

2. 申請の責任者コンタクト先 

名前： 

住所： 

Eメールアドレス： 

電話番号： 

（追加情報を提供することができる責任者のコンタクト先） 

3. 代理人（該当する場合） 

名前： 

住所： 

EORIナンバー： 

（直接代理の場合に記入。直接代理人は申請者にはなれず、申請者の代理人をすることにな

る。その場合は、通関代理人としての関係を証明するような契約書のコピー、委任状、もし

くは他の関係書類を提出する） 

4. 法的根拠 

‧ 非特恵原産性□ 

  もしくは 

‧ 特恵原産性□ 

特恵原産性を選択した場合は、適用協定国を記入 

  

（特恵原産性と非特恵原産性の両方の場合は、申請書をそれぞれ別個に、合計 2通提出しな

ければならない*2） 

5. 取引形態 

輸入□   もしくは   輸出□ 

6. 関税分類 

（HS コード 4 桁もしくは 6 桁で記入。関税分類は最大 10 桁（TARIC コード）となる。関税

分類は、産品を特定し、原産性を特定するために十分なものでなければならない。産品の関

税分類が不明である場合は、BTIを同じ窓口に申請することを奨励する。もしすでに申請者

が BTIを保持する場合には、BTIで決定された関税分類を記入しなければならない） 

7. 産品の詳述 

商業的 

（産品が特定できるような、サイズ、色、マーク、性質などの詳細を記載するとともに、産

品の商業的特徴（商品名、商品説明）も記載する。申請は特定の産品に関して、同じ条件、

同じ関税分類、同じ製造プロセス、同じ材料（同じ関税分類と価値）を使用していなければ

ならない） 

8. 産品の定量・定性的組成（該当する場合） 

（Box 6と Box 7で提供された情報の補足となるようであれば、ここに産品の組成を記入） 
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9. 工場渡し価額 

（価格は、最終加工を実施した製造場所で集荷準備の整った製品に支払われる価格であるこ

と。この価格は、使用される材料を含む、製造に関する全ての費用から、輸出時に還付され

る内国税を引いたものでなければならない。実際に支払われた価格が実際の製造費を反映し

ていない場合は、そのような全ての費用の合計から、輸出時に還付される内国税を引いたも

のが工場渡し価額となる） 

10. 原産地を決定するために必要な情報 

使用材料、原産国（最終産品と同じ法的枠組みで決定する）、HSコード/CNコード（Box 6を

参照）、適用される原産ルール、価値もしくは重量を記入する。 

（材料とは、製造で使用される含有物、原材料、要素、もしくは部品である。適用される原

産性ルールによっては、必要のない情報もある。）17 

11. 申請者が考える原産地 

12. 製造プロセスの記述（製造場所、工程順序と性質） 

（製造場所（フランスか、EU域内か、もしくは EU域外の第三国か）、工程の性質（例えば裁

断、機織、組み立てなど）、工程順序（各工程に番号をつけると良い）を説明する。加えて、

必要なノウハウ、使用機械のタイプ、製造方法その他の製造プロセスの概要情報が必要） 

13. 取得済みもしくは申請中の他の案件（該当する場合） 

‧ BOI申請登録ナンバー 

‧ BOI決定参照ナンバー 

‧ BTI申請登録ナンバー 

‧ BTI決定参照ナンバー 

（すでに同一または類似の産品に関して同じ法的根拠で BOI/BTIを申請、もしくは回答を受

領している場合は、記入する。同等もしくは同様の産品に関して同じ法的根拠で BOI決定が

発行されているが、すでに無効、もしくは有効期限が近い場合もその旨記載する） 

14. 他の事業者に対して発行された回答（該当する場合） 

（同等の産品に対して発行された BOIの情報があるかどうか、ある場合は保持する全ての情

報（BOI決定参照番号、発行日、関税分類など）を提供すること。同様に、同等もしくは同

様の産品で同じ法的根拠に対して発行された BTIの情報も提供する） 

15. 継続中、もしくは確定した訴訟（該当する場合） 

裁判所の名前と住所 

ケースもしくは判決の参照番号 

その他の情報 

（申請産品の原産地に関する訴訟がある場合は記入） 

16. サンプル、写真、パンフレット、その他の添付物（該当する場合） 

はい□   もしくは   いいえ□ 

詳細： 

（申請にあたって添付した物の内容を記入する。製造プロセスの記述に関連する追加情報を

提供するものであること。サンプル添付は、関税当局からの要請があった場合のみとする。

添付書類に関しては、該当する場合は、識別番号と発行日付を記載すること。申請書に添付

された書類の合計数も記載する。特定の書類が特定のフォーム欄に対応するものであり、そ

の欄に添付書類が特定されていない場合は、ここに記載する） 

17. 追加情報（該当する場合） 

18. 機密情報として扱われるデータの特定 

（自動的に機密情報となる情報は、保持者のコンタクト情報、産品の組成や商業記述、工場

渡し価額、使用材料の情報、そして製造プロセスである） 

19. 情報が正確であること、機密情報以外は欧州委員会のデータベースで開示されることに同意

                                                   
17 フランスのフォームでは補足として、以下の例を挙げて説明している。例えば、フランスで製造

したシャツを EU・スイス FTAを活用してスイスに輸出する場合の特恵原産性を判断する場合、EU

原産品と判断されるために、シャツは EU 域内で製造されなければならない。このルールが尊重

されれば（第三国の糸を使用して EUで製造する場合）、申請者は糸の価値に関する情報を提供す

る必要はない） 
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すること、一般公開は個人情報保護の権利を尊重する。 

場所、日付、署名 
*1 SIRET ナンバーは INSEE（国立統計経済研究所）によって与えられる事業所目録コンピューターシステム

番号を指す。EA（Authorised Exporter）ナンバーは認可輸出事業者番号を指す。 
*2 非特恵原産性は、EU の貿易政策（アンチダンピング関税や関税割当など）の適用や、産品の「メイドイ

ン」表示を目的としている。非特恵原産性に関しては例えば以下の場合がある。 

a：ある事業者が、複数国で生産された部品（もしくは材料）が使用されている産品を、EU 域外から輸

入する場合。産品の非特恵原産性を決定しなければならないため、産品に実質的な変更が加えられた

国を特定し、アンチダンピング関税対象であるかどうかを確認する。 

b：貿易事業者が、EU 域内に輸入する産品が、国内で生産されたという記載をすることができるかどう

か知りたい場合。 

 特恵原産性は、EU域内での輸入や EUの貿易相手国への輸入に関する義務（すなわち関税）を軽減もしく

は非適用とすることを目的としている。この場合、事業者は輸入元・輸出先の第三国を記載しなければな

らない。EU が FTA を適用している国についてはは、関税当局のウェブサイトに記載されている。申請に

複数の FTA締結国が関係している場合は、複数の BOIが発行されることがある。特恵原産性に関しては例

えば以下の場合がある。 

a：ある事業者は、第三国からの部品（もしくは材料）を使用し、GSP適用の国で製造した産品を輸入し

たい。産品を注文する前に、事業者は、この産品は EUに低関税で、もしくは無税で輸入できるかど

うか知りたい場合。 

b：ある事業者は、EUの貿易相手国に産品を輸出したいと思っており、EU域内で加工することによって、

EU 特恵原産性を得ることができ、結果として低関税で、もしくは無税で仕向国に輸出することがで

きるかどうか知りたい場合。 
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【フォーム】 
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出所： Direction générale des douanes et droits indirectsウェブサイト 
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 ベルギー 

（1）申請方法 

ベルギーの BOI（フランス語で RCO：Renseignement Contraignant en matière d’Origine）

の申請は、以下のように連邦財務・脱税対策省の関税・物品税総局が所管している。ただし、

この窓口は特恵原産性に関するもののみで、非特恵原産性に関しては、経済・中小企業・自営

業・エネルギー省セクター間経済・貿易ポリシー部門（Service Public Fédéral Économie, PME, 

Classes Moyennes et Énergie, Direction Générale du Potentiel économique Intersectoriel- 

Politique Commerciale）が窓口となる18。 

 

ベルギーの申請窓口 

所管当局： Service Public Fédéral Finances, Douanes et Accises  

（Fereral Public Service Finance, Customs and Excise） 

部署： Administration générale des douanes et accises 

（General Administration of Customs and Excise） 

Operations 

Team Autorisations (Origine) 

住所： North Galaxy A /11 

Boulevard du Roi Albert II 33 1030 Bruxelles, Belgium 

電話番号： +32 25763179/+32 25760295 

Eメール： da.klama.origin@minfin.fed.be 

申請フォーム

入手先： 

上記窓口より入手 

制度概要 URL： https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origi

ne/renseignement-contraignant-en-matière-dorigine#q5 

 

（2）申請フォーム 

申請フォーム（次頁参照）は、上記窓口よりフランス語版、オランダ語版、もしくは英語版

（ワード版はなし）を入手し、記入後、関連書類とともに郵送もしくは PDF にして E メール

で送付する。次頁以降にはフランス語および英語版のフォームとその内容を示した。英語版は

フランス語版（およびオランダ語版）と形式が異なるが、必要な情報は同じであることを当局

に確認した。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）が、できるだけ早く回答するべく努力すると

している。なお、ベルギーでは、現在までに BOI の申請（特恵原産）を受理したことはないと

いう。  

                                                   
18 住所：bâtiment Atrium C Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles, Belgique／電話番号：+32 80012033 

mailto:da.klama.origin@minfin.fed.be
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origine/renseignement-contraignant-en-matière-dorigine#q5
https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origine/renseignement-contraignant-en-matière-dorigine#q5
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図表 9 ベルギーの BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容：フランス語版／オランダ語版】 

Box 記載事項 

1. 申請者：（氏名、住所、EORIナンバー） 

2. 保持者：（氏名、住所、EORIナンバー）（Box 1と異なる場合のみ） 

3. 法的根拠：（特恵もしくは非特恵） 

非特恵原産（UCC第 59条に準拠） または 特恵原産（UCC第 64条に準拠) 

4. 取引のタイプ：輸入□ または 輸出□ 

5. 産品の記述：（可能性のある商品名も） 機密扱い 

6. 産品コード：（CNコード）（8桁以上） 

7: 工場渡し価額： （必要な場合）機密扱い 

8.  製造プロセスの説明：（適用される原産地規則およびその基準） 

9.  使用した主要材料：使用した材料、原産地、HSコード／CNコード、価値 機密扱い 

10. 申請者が提案する原産地： 

11. BOI申請を裏付けるために申請者が添付した資料： 

説明書□ パンフレット□ 写真□ サンプル□ その他□ 

12. 同一、もしくは同様の産品に関して以前 BOIを他の EU加盟国で申請したことがあるか

（ある場合は詳細説明とその参照番号等） 

13. 同一、もしくは同様の産品に関して他の EU加盟国で BOI／BTIが存在することを認識し

ているか（ある場合は詳細説明とその参照番号等） 

(*)提供した情報が正確かつ完全であることを宣言する。要請された場合には資料の翻訳を提供

する。申請者が機密扱いに指定した物を除き、欧州委員会のデータベースに保存される可能

性があることに関し合意する。 

名前： 

Eメール： 

電話番号： 

場所： 

日付：                  署名： 
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【フォーム：フランス語】 
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【フォームの内容：英語版】 

Box 記載事項  

1. 申請者：（氏名・住所） 

2. BOI保持者：（氏名・住所）（Box 1と異なる場合のみの記入） 

3. 法的枠組み： （選択式： 特恵 / 非特恵） 

4.(a) 産品の記述： 

4.(b) 関税分類： 

5*. 産品の組成： 

6*. 工場渡し価額： 

7. 申請者の考える原産地： 

8*. 原産性を満たしたと考える原産地規則：  

主要材料   原産国   HS／CNコード   価値 

 

9*. 提出物：  

サンプル□   写真□   図面□   パンフレット□   その他□  

* 機密扱いとする部分を明記すること 

10. 同一、もしくは類似の産品に関して、同国、もしくは他の EU加盟国で、BOIに以前申請

したことがあるか 

はい□      いいえ□ 

ある場合はその詳細                               

11. 同一、もしくは類似の産品に関して、他の EU加盟国で、BOIや BTIの存在を認識してい

るか 

はい□      いいえ□ 

認識している場合はその詳細                           

‐ 提供した情報が正しいことを宣言する。書類に関して翻訳が必要な場合はそれらを提供

することに同意し、機密情報を除き、欧州委員会のデータベースに保管され使用される

可能性があることに同意する。 

名前： 署名： 日付： 

電話： FAX番号： Eメールアドレス： 
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ヒアリングに基づく留意事項 

 フォームに記載はないが、Box 1.には EORIナンバーも記載する 

 Box 8.では、製造プロセスの説明と適用される原産地規則およびその基準も記入する 

 フォーム中に記載がある(tick”4”)は無視して良い 

フォーム裏面の注意事項 

 黒インク、ブロック体大文字で記入する 

 Box 1：申請者は、実際の輸入者・輸出者、もしくは代理人の場合があり得る。代理人の場合は、Box 

2に実際の保持者となる者の記入が必要になる 

 Box 3：必要としている拘束的情報が特恵原産、非特恵原産いずれに該当するかを記入する 

 Box 4：(a)産品を特定できる十分な情報を提供する 

 (b)8桁の CNコード 

 Box 5：関係がある場合のみ、産品の組成と組成を決定するために用いた方法を記入する。関税分類

には下位分類がある場合があり、例えば農産物の場合は、産品の組成割合によって分類が異なる場合

があるため、その場合は割合の内訳も記入する 

 Box 6：関係がある場合のみ記入する 

 Box 8：満たしたと考える特定ルールと、どのように満たされたかの説明を記入する（製造プロセス

の説明を含む）。必要に応じ、主な使用材料、関税分類番号、コストも記入する。必要に応じ別紙を

追加しても良い 

 Box 9：必要であれば、工程・製造プロセスを説明するような産品の組成や構成材料に関連するサン

プルや写真、図面、パンフレット、その他の書類を添付する 

 Box 10：申請者または保持者となる者が過去に同一または類似の産品に対して BOIを申請したことが

あるかどうかを記入し、ある場合はその詳細も記載する 

 Box 11：申請者または保持者となる者が同様の産品に関して過去に BTIないし BOIが存在したことを

知っているかどうか。詳細を記入する場合には、BOI／BTIナンバーも記入する 

 特に Box 5／6／8／9（フォームの*の部分）に関して、機密扱いとすべき情報は、明確に記載する必

要がある 
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【フォーム：英語】 

 

出所： Service Public Fédéral Finances, Douanes et Accises 
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 イタリア 

 

（1）申請方法 

BOI（イタリア語で VOI：Informazione vincolante in materia di Origine）を申請する事業

者は、申請者の主な会計情報を置く地域を管轄する税関に申請書を提出する（Circolare n. 8D 

8 maggio 2013 および Circolare n. 8/D del 19 aprile 2016 の規定に基づく19）。この税関当局

は、BOI 決定を発行するのに必要な情報を確認するための事前確認を実施し、30 日以内に関連

書類を中央税関当局である税関・専売庁（Agenzia delle Dogane e dei Monopoli）に転送する。 

申請フォームは、税関・専売庁のウェブサイト上でダウンロードして利用する。申請書はイ

タリア語のみである。 

 

イタリアの申請窓口 

所管当局： Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 

部署： Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali  

Ufficio applicazione tributi doganali 

住所： Via Mario Carucci, 71  

00143 Roma Italy 

電話番号： +39 0650245216 

Eメール： dogane.legislazionedogane.applicazione@adm.gov.it 

申請フォーム

入手先： 

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/2787073/ivo_2016_2.pdf/

084788dc-2f81-47ab-a687-04c79f5eba6c 

制度概要 URL： BOIの概要に関する URLは特になし。所管当局の URLは次の通り。

https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane 

 

（2）申請フォーム 

イタリアの BOI 申請フォーム（次頁参照）の網掛け部分（すわなち 1-2、7-4 および 10 以外）

は必須記入項目である。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

  

                                                   
19  https://www.adm.gov.it/portale/-/circolare-8d-8-maggio-2013 

 https://www.adm.gov.it/portale/codice-doganale-dell-unione.-disposizioni-e-istruzioni-procedurali 

mailto:dogane.legislazionedogane.applicazione@adm.gov.it
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/2787073/ivo_2016_2.pdf/084788dc-2f81-47ab-a687-04c79f5eba6c
https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/2787073/ivo_2016_2.pdf/084788dc-2f81-47ab-a687-04c79f5eba6c
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane
https://www.adm.gov.it/portale/-/circolare-8d-8-maggio-2013
https://www.adm.gov.it/portale/codice-doganale-dell-unione.-disposizioni-e-istruzioni-procedurali


 

 

2018.12             Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 

54 

図表 10 イタリアの BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（氏名または会社名、住所） 

Eメール 

1-1 VATナンバー 

1-2 申請責任者（氏名または会社名、住所） 

Eメール 

2. 保持者（氏名または会社名、住所） 

Eメール 

2-1 VATナンバー 

EORIナンバー 

3. 原産国（申請者による申告） 

産品の関税品目分類 

4. 産品の商標 

5. 法的枠組み（協定、条約、決定、規則、その他） 

取引のタイプ 輸入 □ 原産性のタイプ 非特恵 □ 

  輸出 □   特恵 □ 

6. 申請者による原産性評価の根拠（完全生産品、関税分類の変更、十分な加工または変更、

累積、その他の原産地規則） 

7. 原産性が認められるために必要な産品と工程の説明 

7-1 工場渡し価額 

7-2 主要材料、原産地、HSコード/CNコード、価格 

7-3 原産性が認められるために必要な工程の説明 

7-4 原産性特定にあたり、産品の生産工程に関する追加情報がある場合は別途ページを追加し

てよい。      添付ページの数  

7-5 既存の BOI決定または申請（参照番号、発行日（年、月、日）、発行 EU加盟国、タイプと

原産国） 

7-6 既存の BTI決定または申請（参照番号、発行日（年、月、日）、発行 EU加盟国、関税分

類） 

8. サンプル  いいえ□ はい□ 

サンプルの返却 いいえ□ はい□ 

9. 資料  いいえ□ はい□ 

資料の返却 いいえ□ はい□ 

税関当局から要請があった場合は、資料のイタリア語の翻訳を提出する。 

10. 追加情報 

11. 申請者の署名 

注意事項：担当官の面前で署名しない場合は、大統領令 D.P.R 445/2000第 38条、その後

の改正の規定に準じて、申請者の身分証明書のコピーを提出する。 

 

私は、申請書内の情報が正確であり、自ら所有する全ての情報を含むことを証明します。 

      署名 

私は、この申請書に含まれる情報が欧州委員会のデータベースに登録されることに同意し

ます。 

      署名 

署名者は、大統領令 D.P.R.29/11/2000 n.445に準じて権利を全面的に行使し、破産状

態、債権者や管財人との手続き、臨時または強制的な行政清算の対象でないこと、また、

現行法の枠内で制限対象となる簡易手続・業務の許可に関する Determinazione 

Direttoriale14/12/2010の第 3条 2項による許可の観点から、その除外製品に関する業務

を実施していないこと、特定の第三国への制限措置に関する EU規制を逸脱する行為をし

ていないことを宣言します。 
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      署名 

場所 

日付 年    月  日    署名 
BOI申請フォーム記入に際しての説明: 

申請は、BOI決定の発行および失効時の更新を目的としたもので、Circular n.8/D/2016の付属書である本

申請フォームに記入し行う。 

Box 1 （必須）申請者の氏名または会社名、住所、Eメール 

Box 1.1 （必須）申請者の VATナンバー 

Box 1.2 （任意）連絡先の氏名または会社名、住所、Eメール 

Box 2 （必須）保持者の氏名または会社名、住所、Eメール 

Box 2.1 （必須）VATナンバーと EORIナンバー 

Box 3 （必須）原産国（申請者による申告）と産品の関税品目分類 

Box 4 （必須）産品の商標 

Box 5 （必須）法的枠組み（協定、条約、決定、規則、その他） 

 取引のタイプ（輸入/輸出） 

 原産性のタイプ（非特恵/特恵） 

Box 6 （必須）申請者による原産性評価の根拠（産品の完全な取得、最後の実質的な変更、十分な加工

 または変更、累積、その他） 

Box 7 （必須）原産性が認められるために必要な産品と工程の説明 

Box 7.1 （必須）工場渡し価額 

Box 7.2 （必須）主要材料、原産地、HSコード/CNコード、価格 

Box 7.3 （必須）原産性が認められるために必要な工程の説明 

Box 7.4 （任意）産品の原産性特定のための工程に関するその他の情報 

Box 7.5 （必須）既存の BOI決定または申請 

Box 7.6 （必須）既存の BTI決定または申請 

Box 8 （必須）サンプル 

Box 9 （必須）資料 

Box 10 （任意）追加情報。他の項目欄に記載していない有用な情報 

Box 11 （必須）申請者の署名 

大統領令 D.P.R. 445/2000とその後の改正に準じ、担当官の面前で署名しない場合は、申請者の身分証明

書のコピーを提出しなければならない。 
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【フォーム】 
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出所：Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  
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 スペイン 

 

（1）申請方法 

スペインにおける BOI（スペイン語で IVO：Informaciones Vinculantes en materia de 

Origen）の決定申請は、税務局（AEAT：Agencia Tributaria）の関税・特殊税部（Departamento 

de Aduanas e Impuestos Especiales）が担当している。申請手段は AEAT の電子申請ポータ

ル「Electronic Office」を通した申請のみであり、E メールや郵送による書類申請は受け付けて

いない。申請内容の不明点等については、電話もしくはE メールで問い合わせることができる。 

 

スペインの申請窓口 

所管当局： La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) “Agencia 

Tributaria”（Tax Agency） 

部署： Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales - Gestión Aduanera 

（Department of Customs and Special Taxes - Customs Management） 

住所： Avenida Llano Castellano, 17 

28071 Madrid Spain 

電話番号： +34 917289854/55 

Eメール： gestionaduanera@correo.aeat.es（一般問い合わせ用） 

申請フォーム

入手先： 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/

D100.shtml（「その他の税関手続き（Other customs procedures）」の電子申請

の英語ページ） 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_P

rivados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/IAV_origena.pdf（PDF） 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_P

rivados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/Sol_IVO.docx（Word） 

制度概要 URL： スペインにおける BOI申請手続きに関する概要ページはなし。 

（参考）EUの BOI制度の法的枠組みについて説明したページ 

https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=T&CODIG

O=00138 

 

 

（2）申請フォーム 

スペイン語の申請フォームは税務局のウェブサイトからダウンロードできる。申請内容は

UCC 委任規則の定めに準じており、データ項目番号も踏襲していることから、詳細は図表 1 を

参照されたい。BOI 決定申請手続きは、上記の「その他の税関手続き」のページへアクセスし、

オンライン上で行うが、外国企業は、BOI 決定申請の手続きを行う前に、認証機関が発行する

電子認証（デジタル署名）を取得する必要がある20（次頁図参照）。 

 

 

                                                   
20 詳細は下記ウェブページを参照されたい。AEAT 関税・特殊税部は、電子認証に関する技術的な質問には対

応しないため、下記ウェブページから問い合わせる。 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Ca

tegorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Certificados_electronicos/Certifica

dos_electronicos.shtml 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/D100.shtml
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/D100.shtml
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/IAV_origena.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/IAV_origena.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/Sol_IVO.docx
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Procedimientos_aduaneros/Formularios/Sol_IVO.docx
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=T&CODIGO=00138
https://www2.agenciatributaria.gob.es/ES13/S/IAFRIAFRC12F?TIPO=T&CODIGO=00138
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Certificados_electronicos/Certificados_electronicos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Certificados_electronicos/Certificados_electronicos.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/en_gb/Inicio/Ayuda/_comp_Consultas_informaticas/Categorias/Firma_digital__certificado_o_DNIe__y_sistema_Cl_ve_PIN/Certificados_electronicos/Certificados_electronicos.shtml
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図表 11 スペインの BOI 電子申請手続きのウェブページ 

 
①「Filing」をクリックすると、➁ログインのためのポップアップウィンドウが開く。電子認証を使ってログインするには、

鍵マークのある箇所をクリックする（「DNI」や「Cl@ve PIN」はスペイン居住者用のログイン方法）。電子認証の説明や取得

方法については右上の「Help」に詳細情報が掲載されている。 

 

出所：AEATウェブサイト 

（https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/D100.shtml） 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

  

① 

➁ 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/en_gb/procedimientoini/D100.shtml
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図表 12 スペインの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

共通要件 

申請／決定に関する情報 

1/1 申請／決定のタイプ 1/2 署名／認証 

裏付資料、証明書、承認 

2/1 提出したことがあるその他の拘束的情報の

申請および発行された決定 

2/2 他の保持者に対して発行された拘束的情

報に関する回答 

2/3 未決または決議発行済みの法的・行政手続き 

2/4 添付資料 

当事者 

3/1 申請者／承認または回答の保持者(注 4) 3/2 申請者／回答の保持者の識別 

3/3 代理人(注 4) 3/4 代理人の識別 

3/6 申請責任者の連絡先 

日付、時間、期間、場所 

4/1 場所(注 7) 4/2 日付 

4/3 税関目的の主な会計情報がある場所またはこのような会計情報を入手できる場所(注 5) 
 

産品の特定 

5/1 品目コード 5/2 産品の説明 

活動・手続き 

7/1 取引のタイプ 

その他 

8/4 サンプル等 8/5 追加情報(*) 

特定要件 

III/1 法的根拠 III/2 産品の組成  

III/3 原産性の判断を可能にする情報  

III/4 機密扱いとするデータ  III/7 工場渡し価額  

 

共通要件に関する注釈 

(注 4) 当該当事者の EORIナンバーの記載が不要な場合にのみ記載が必須な情報。EORIナンバーを記載す

る場合は、書類申請または決定通知の場合を除き、氏名・住所は記載しない。 

(注 5) 申請者が AEOである場合は記載しない情報 

(注 7) 書類申請の場合のみに記載する情報 

(*) 任意の連絡事項 

特定要件に関する注釈 

III/1 UCC第 59条または第 64条の目的に適用する法的根拠 

III/2 産品の組成およびこれを判断するために使用した確認方法、ならびにその工場渡し価額（必要な場

合） 

III/3 以下を判断するための情報を提供する。 

当該製品の原産性を判断するための情報、使用した材料とその原産性、関税分類、価値、原産地判

断に関係付けられた条件に準拠できることになった状況（関税分類の変更、付加価値、加工・工程

の説明、その他特別なルール）。特に具体的にどのような原産地規則を適用したか、期待される原

産性について記載すること 

III/4 申請者は、機密扱いにすべき情報をここで示すことができる。申請書上で機密扱いの指定がない情

報は全て、決定の発行後、インターネット上で公開され得る。 

III/7 原産性の判断に必要な場合は、必須となるデータ項目 

出所：税務局 
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【フォーム】 
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出所：税務局 
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 ポーランド 

 

（1）申請方法 

BOI（ポーランド語で WIP：Wiążąca informacja o pochodzeniu）回答申請は、ワルシャワ

財政管理局（Chamber of Fiscal Administration in Warsaw）に対して、所定の申請フォーム

により書類で行う。BOI 決定は、ワルシャワ財政管理局局長（Director of the Tax 

Administration Chamber in Warsaw）が発行する。申請フォームには記入に際しての説明が

添えられているので、これに従って記入する。BOI の申請と発行には印紙税の支払いは不要。

ただし、申請者の代理人への委任状を財政管理局に提出する場合には標準印紙税額が必要とな

り、印紙税の支払い証明の提出が義務付けられる。なお問い合わせは、全て E メールなど書面

で行う必要がある。 

 

ポーランドの申請窓口 

所管当局： Chamber of Fiscal Administration in Warsaw, Ministry of Finance 

(Izba Administracji Skarbowej w Warszawiem, Ministerstwo Finansów) 

部署： Binding Information Department(Dział Wiążących Informacji) 

住所： ul. Erazma Ciołka 14 A   

01-433 Warszawa Poland 

電話番号： +48 22 5104656 

Eメール： wip@war.mofnet.gov.pl 

kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl 

申請フォーム

入手先： 

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6cda

8d78-0c1b-4269-a8ac-24e651fbcf1f&groupId=3554560  

制度概要 URL： ワルシャワ財政管理局のウェブサイトの BIOに関するページ（ポーランド語） 

http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-

warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-o-

pochodzeniu-towarow 

財務省のウェブサイトの BOIに関するページ（ポーランド語） 

https://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-

przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/-

/asset_publisher/T7Fu/content/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu 

 

（2）申請フォーム 

ポーランドの BOI 申請フォーム（次頁参照）はポーランド語のみ。英語はない。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。  

mailto:wip@war.mofnet.gov.pl
mailto:kancelaria_icw.ias.warszawa@mf.gov.pl
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6cda8d78-0c1b-4269-a8ac-24e651fbcf1f&groupId=3554560
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=6cda8d78-0c1b-4269-a8ac-24e651fbcf1f&groupId=3554560
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu-towarow
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu-towarow
http://www.mazowieckie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-warszawie/informacje-podatkowe-i-celne/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu-towarow
https://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/-/asset_publisher/T7Fu/content/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu
https://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/-/asset_publisher/T7Fu/content/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu
https://www.mf.gov.pl/web/wp/clo/informacje-dla-przedsiebiorcow/pochodzenie-towarow/-/asset_publisher/T7Fu/content/wiazaca-informacja-o-pochodzeniu
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図表 13 ポーランドの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

申請書の作成では申請書内の色でカバーされている空欄部分にマウスのポインターを置く。記入必

須事項は網掛け（原文フォームでは赤枠）で示した21。 

Box 記載事項 

1. 申請者 □機密扱い 

1a. 氏名 

1b. 事業所の登録住所または自宅住所 

郵便番号 市町村 通り名 建物番号 部屋番号 

1c. EORIナンバー 

PL□□□□□□□□□□□□□□ 

電話・FAX 

Eメールアドレス 

1d. 事業認可証明書 (AEO) 

□AEO証明書番号がある □AEO証明書はない 

PLAEO□□□□□□□□□□□□ 

2. 回答を行う税関当局 

ワルシャワ財政管理局局長（Director of the Fiscal Administration Chamber in 

Warsaw） 

3. ここに BOIを申請する。（定型文） 

4 受領 □機密扱い 

BOIが申請者以外の者に与えられるかどうか 

□はい □いいえ 

4a. 氏名 

4b. 事業所の登録住所または自宅住所 

郵便番号 市町村 通り名 建物番号 部屋番号 

4c. EORIナンバー 

PL□□□□□□□□□□□□ 

電話・FAX 

Eメールアドレス 

4d. 事業認可証明書(AEO) 

□AEO証明書番号がある □AEO証明書はない 

PLAEO□□□□□□□□□□□□ 

5. 産品の CNコード 

（この分類はあくまで目安であり、Box16の BTI決定を除き当局側に拘束的なものではな

い） 

6. 産品の説明 

7. 産品の組成* 

8. 産品の商標 □機密扱い 

9. 産品の特定に使われる検査方法 □機密扱い 

10. 原産国および法的根拠（非特恵/特恵、該当する協定/条約/決定/規則など）、併せて原産性

評価の根拠（完全生産品、関税分類の変更、十分な製品の作業または工程、累積が認めら

れる、など） 

11. 工場渡し価額* □□□□□□□□□□□□PLN（ズロチ）□機密扱い 

12. 使用材料* □機密扱い 

原産国 HSコード/CNコード 価格 

13. 原産性を認めるのに必要な加工の説明* 

14. 記入言語 

                                                   
21 原文フォームの PDF はインタラクティブフォームフィールドの設定が行われているが、PDF リーダーの種類によってはフ

ァイルを開いた際に赤枠が表示されない場合や、記入必須事項の欄が網掛で表示される場合、強調表示がなにもされない

場合もある。 
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15. 既存の BOI決定または申請 

16. 既存の BTI決定または申請 

17. 関連キーワード 

18. BOIの回答に影響を与える可能性のある追加情報 

19. 添付書類         □写真 

□商品説明       □サンプル 

□パンブレット   □その他（詳細を明示） 

20. この情報および添付する写真、図面、パンフレットなどが、欧州委員会のデータベースに

保存されることに同意する。写真、図面、パフレットなど本申請書とともに提出されたも

のまたは財政管理局が取得したデータで、機密扱いと明示されていないものは、インター

ネットにより一般に公表される場合がある。 

税関当局の要請があれば、添付文書をポーランド語に翻訳して提出することを約束する。 

21. 刑法 233条により、虚偽の申し立てには刑事責任があることを認識したうえで、申請日時

点で申請書に記載されたデータおよび本申請書に添付した文書の情報は確かであり、間違

いがないことを宣言する。 

22. 申請者の氏名と署名 

23. 申請番号 

24. 場所 

25. 申請日 

26. *印の項目（Box 7、11、12、13）は任意記入事項 

 

申請書作成に関する説明 

 

申請書に記載されるデータで、申請者が「機密扱い」と明示したものは、UCCを規定する欧州議会および理

事会規則（EU）952/2013の 12条により保護され、BOIの内容には含まれない。 

 

Box4: BOIを申請者以外の者に与える場合には、BOIを与えられる者の関連データを記入する。 

Box6: 産品の簡単な説明を記入する。説明が広範囲にわたる場合には、製品の名称だけを記述し、「産品の

説明は添付資料を参照」という注釈を入れる。この付属文書は本申請書に添付すること。 

Box10: 提示する原産国・原産地域を記載し、産品の原産性を決定するための法的根拠に言及することにより

根拠を明らかにする。産品の原産性を決定するルールの規定が、この場合に当てはまることを示さな

ければならない。 

Box11: ポーランド・ズロチ建てで工場渡し価額を明示する。本申請書の Box10に記入した産品の原産性決定

のルールが工場渡し価額について言及している場合には、この Boxに記入すること。 

Box12: 産品の製造に使用した全ての材料（原材料、半組立品、半製品、部品など）を記入すること。「HSコ

ード/CNコード」の欄には、本申請書の Box10に示した産品の原産性を決定するルールによって認め

られるのに十分な詳しい情報を記入すること。この Box内にスペースがない場合には、「その他のデ

ータは添付資料を参照」という注釈を入れること。この付属文書は本申請書に添付すること。 

Box13: 製造工程（加工、改良）の説明について、本申請書の Box10に示した産品の原産性を決定するルール

で規定されているように、できる限り詳しく記載する。この Box内にスペースがない場合には、「そ

の他のデータは添付資料を参照」という注釈を入れること。この付属文書は本申請書に添付するこ

と。 

Box15・16:この情報は、同一あるいは類似の産品の BOIまたは BTIに関係するものである。情報は申請者に

発行された BOIまたは BTIである必要はない。BOIまたは BTIの番号と日付、および発行した機関の

名称を明示する。 
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【フォーム】 
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出所：Chamber of Fiscal Administration in Warsaw 
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 ハンガリー 

 

（1）申請方法 

BOI（ハンガリー語で KSZF：Kötelező érvényű Származási Felvilágosítás）の申請窓口は、

国家税・関税局（NAV：Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete）である。BOI 申請

はハンガリー語で行わなければならない。 

申請フォーム（ワード形式）は、当局のウェブサイト上でダウンロード可能であり、記入済

みの申請ォームを下記住所に郵送するか、持参して提出することも可能である。また、ハンガ

リーでは、全ての関税申請に電子申請を採用しており、BOI 申請は、ポータルサイト「Client 

Gate」を通じて電子的に提出することもできる。「Client Gate」を通じた BOI 申請は、電子フ

ォーム記入のためのプログラム（ÁNYK：Általános Nyomtatványkitöltő）をインストールし

て実施する。 

 

ハンガリーの申請窓口 

所管当局： 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete（NAV） 

（National Tax and Customs Administration） 

部署： Forensic Institute 

住所： Hősök fasora 20-24 

1163 Budapest Hungary 

電話番号： +36 14022233 

Eメール： szi@nav.gov.hu 

申請フォーム

入手先： 

http://nav.gov.hu/data/cms393732/kszf_kerelem.doc（ワードファイル） 

http://nav.gov.hu/search/searchresults?query=kszf（最新のフォームは常

にこの URLからダウンロードできる） 

http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatv

anykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_V02_KSZF.html 

（電子申請記入のためのプログラムと申請フォームのインストール画面） 

制度概要 URL： http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szakertoi_intezet/fontos_szi/Letol

theto_kerelem.html 

 

（2）申請フォーム 

ハンガリーの BOI 決定申請フォームとその内容は次頁参照。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

  

mailto:szi@nav.gov.hu
http://nav.gov.hu/data/cms393732/kszf_kerelem.doc
http://nav.gov.hu/search/searchresults?query=kszf
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_V02_KSZF.html
http://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/kerelmek/NAV_V02_KSZF.html
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szakertoi_intezet/fontos_szi/Letoltheto_kerelem.html
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/szakertoi_intezet/fontos_szi/Letoltheto_kerelem.html
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図表 14 ハンガリーの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（フルネーム、住所） 

電話番号 

FAX番号 

EORIナンバー 

当局記入欄 

申請番号： 

提出日：    年  月  日 

2. 保持者（フルネーム、住所） 

電話番号 

FAX番号 

EORIナンバー 

重要な注意事項： 

この申請書に署名することで、申請者は申請

書内の情報と添付資料の内容が正確かつ完全

であることに責任を負う。 

3. 代理人（フルネーム、住所） 

電話番号 

FAX番号 

EORIナンバー 

4. 想定する原産国（国、地域） 

5. 関税分類の項 

6. 産品の説明 

産品の組成と組成特定のために利用した検査方法、必要な場合は工場渡し価額 

7. 商標および追加情報      機密扱い 

提出した添付資料および写真のうち機密扱いとすべきものはどれか示す。 

8. 原産性の判断に有用な添付資料 

□商品説明 □パンフレット □写真 □サンプル □その他 

サンプルの返却を希望するか？ □はい □いいえ 

調査の実施や専門家の意見、サンプルの返送といった税関での発生費用は、申請者負担と

なる場合がある。 

9. 産品の特恵原産性の根拠となる自由貿易協定はどれか： 

10. 同じ産品または類似の産品について、ハンガリー税関または EU域内の税関で BOIを申請

したことがあるか。 

□はい □いいえ （該当欄をチェック）はいの場合はその詳細を記載 

11. 同じ産品または類似の産品について、ハンガリー税関または EU域内の税関で BTIを申請

したことがあるか。 

□はい □いいえ （該当欄をチェック）はいの場合はその詳細を記載 

12. 同じまたは類似の産品について、ハンガリーまたは EU域内で BOI決定が発行されたこと

を把握しているか。 

□はい □いいえ（該当欄をチェック） はいの場合はその詳細を記載 

13. 日付と署名 

参照番号： 

日付：    年  月  日 

署名： 

（印） 
注：フォームの記入スペースが足りない場合は、追加のページを利用できる。 

  申請フォームの太枠内は、当局記入欄のため記入の必要はない。 
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【フォーム】 
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出所：Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szakértői Intézete 
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 チェコ 

 

（1）申請方法 

チェコの BOI（チェコ語で ZIPZ：závazných informací o původu zboží または ZIP：závazné 

informace o původu）の申請は、オロモウツ地域税関事務所が窓口となっている。同事務所へ

の申請書類の持参、郵送、E メール送付、および電子申請が可能である。 

 

チェコの申請窓口 

所管当局： 
Celní správa České republiky（Customs Administration of the Czech 

Republic） 

部署： Celní úřad pro Olomoucký kraj（Customs Office for the Olomouc Region） 

Oddělení 04 – Závazných informací（Department 04 - Binding Information） 

住所： Blanická 19 

772 71 Olomouc 

Czech Republic 

電話番号： +420 585111111 

Eメール： podatelna580000@cs.mfcr.cz 

申請フォーム 

入手先： 

https://www.celnisprava.cz/_layouts/15/Download.aspx?SourceUrl=/cz/cl

o/puvod-

zbozi/preferenn%20pvod%20zbo/formul%c3%a1%c5%99e%20-%20%c5%be%c3%a1do

sti/zip_zadost_form.doc（ワード形式） 

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-

zbozi/Preferenn%20pvod%20zbo/Formul%C3%A1%C5%99e%20-%20%C5%BE%C3%A1do

sti/ZIP_zadost_form.pdf（PDF形式） 

上記フォームおよび電子申請は、下記 URLから登録・ログインしてアクセス・

入手可能（チェコ語のみ） 

制度概要 URL： https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/formulare-a-

zadosti.aspx（チェコ語、電子申請の場合を念頭に置いた説明あり） 

 

（2）申請フォーム 

上記税関当局のウェブページから登録・ログインしてチェコ語の申請フォーム（ワードの入

力フォーム形式のものおよび PDF 形式）を入手できる。電子申請には、入力のための外部アプ

リ（FormApps Signing Extension）をダウンロードする必要があり、電子申請のリンクを開く

とアプリをダウンロードするかどうかの確認画面が表示される。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

  

https://www.celnisprava.cz/_layouts/15/Download.aspx?SourceUrl=/cz/clo/puvod-zbozi/preferenn%20pvod%20zbo/formul%c3%a1%c5%99e%20-%20%c5%be%c3%a1dosti/zip_zadost_form.doc
https://www.celnisprava.cz/_layouts/15/Download.aspx?SourceUrl=/cz/clo/puvod-zbozi/preferenn%20pvod%20zbo/formul%c3%a1%c5%99e%20-%20%c5%be%c3%a1dosti/zip_zadost_form.doc
https://www.celnisprava.cz/_layouts/15/Download.aspx?SourceUrl=/cz/clo/puvod-zbozi/preferenn%20pvod%20zbo/formul%c3%a1%c5%99e%20-%20%c5%be%c3%a1dosti/zip_zadost_form.doc
https://www.celnisprava.cz/_layouts/15/Download.aspx?SourceUrl=/cz/clo/puvod-zbozi/preferenn%20pvod%20zbo/formul%c3%a1%c5%99e%20-%20%c5%be%c3%a1dosti/zip_zadost_form.doc
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Preferenn%20pvod%20zbo/Formul%C3%A1%C5%99e%20-%20%C5%BE%C3%A1dosti/ZIP_zadost_form.pdf（PDF
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Preferenn%20pvod%20zbo/Formul%C3%A1%C5%99e%20-%20%C5%BE%C3%A1dosti/ZIP_zadost_form.pdf（PDF
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Preferenn%20pvod%20zbo/Formul%C3%A1%C5%99e%20-%20%C5%BE%C3%A1dosti/ZIP_zadost_form.pdf（PDF
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/formulare-a-zadosti.aspx
https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/Stranky/formulare-a-zadosti.aspx
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図表 15 チェコの BOI決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（氏名・住所）

(confidentially)  

 

電話番号： 

Eメール： 

EORIナンバー： 

税関記載欄 

税関受領印・受領番号:  

 

添付資料： □あり（数：.....） □なし 

日付： 

係官： 

サンプル： 

2. 申請者の代理人（氏名・住所） 

※該当する場合のみ記載 

電話番号： 

Eメール： 

EORIナンバー：  

重要な警告 

申請者は、この申請書に署名することにより、この

フォームと添付書類に含まれるデータが正確で完全

であることを宣言する。申請者は、これらの情報と

いかなる写真も税関管理データベースと欧州委員会

に保管できることに同意する。 

3. 同じ品目に対する BOI ※無効となった BOIまたはもうすぐ期限切れとなる BOIの再申請 

同じ BOIに対する再発行の申請かどうか □はい  □いいえ 

 オリジナルの BOI決定参照番号:  

 有効期限開始日： 

同じ BOIに対し申請を行ったことがあるかどうか □はい □いいえ  

 申請日： 

 申請先当局：  

4. 法的根拠および原産性 

□特恵 □非特恵  

 

法的根拠および当該産品に対し提案する詳細な原産地規則および原産地 

5. 産品の仕向国（または国のグループ） （特恵原産の場合のみ） 

6. 産品の説明 

当該産品の詳細説明および商品名、関税分類、（原産性の判断に関連する場合）当該産

品の価格  

7. 産品の加工の説明 

当該産品の加工に関する詳細説明  

8. 製造材料の説明 

当該産品の製造に使用される材料の詳細説明、原産国、（適切な場合）関税分類、産品

の価格、付加された価値（原産性の判断に決定的な場合） 

9. 関連する BOIおよび BTI  

当該産品に関連する BOIまたは BTIが存在することを □はい □いいえ 

知っているかどうか 

BOIまたは BTI決定参照番号： 

有効期限開始日： 

当該製品と同一または類似の産品に対し BOIまたは □はい □いいえ 

BTIを申請したが未回答のものがあるかどうか 

申請日：  

申請先当局： 

10. 関連する法的・行政手続き 

法的または行政手続きを知っているかどうか □はい □いいえ 

※原産性に関し EU域内で未決となっている法的または行政手続きに関する情報や、EU

域内で当該産品の原産性について下りている裁判所判決に関する情報を持っている

かどうか 

情報を持っている場合は、詳細資料を添付する 
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11. 会計情報がある場所 

税関目的の主な会計情報がある場所またはこのような情報にアクセス可能な場所 

（Box 1と異なる場合のみ記載）  

申請者が AEOの場合は記載不要 

12. 申請担当者の連絡先 

申請に関して追加情報や詳細情報を提供できる担当者（1人以上）の連絡先 

氏名： 

電話番号： 

Eメール： 

13. その他の情報 

税関当局が当該産品の原産性を判断するのに有益と思われる追加情報 

14. 裏付け資料 

本申請への添付書類の種類（添付物がある場合） 

 

□説明書 □文書 □写真 □サンプル □その他  

 

可能な場合、サンプルの返却を希望するかどうか：  □する  □しない  

15. 日付および署名  

申請者用交渉番号（参照番号）： 

場所・日付：  名・姓・敬称： 

 肩書： 

 署名： 

当局記録欄 

 

*) 記入スペースが足りない場合は別紙を使用のこと 

 

BOI申請において機密扱いとすべきデータを指定のこと（任意）  
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 スウェーデン 

 

（1）申請方法 

BOI（スウェーデン語で BUB：Bindande ursprungsbesked）回答の申請は、スウェーデン

税関（Tullverket/Swedish Customs）に対して申請フォームを郵送する。申請フォームはダウ

ンロードできるが、スウェーデン語のみで英語はない。 

 

スウェーデンの申請窓口 

所管当局： Tullverket（Swedish Customs） 

住所： Box 12854,  

SE-112 98 Stockholm Sweden 

電話番号： +46 771 520 520 

Eメール： tullverket@tullverket.se 

申請フォーム

入手先： 

https://www.tullverket.se/download/18.5c62b5b71540cfd18244a4b/ 

1462968156837/31f01_45bil12_02.pdf 

制度概要 URL： https://www.tullverket.se/en/business 

（Custom Serviceのウェブサイトの企業向けページ、BOIに関する情報はな

い） 

 

（2）申請フォーム 

スウェーデンの申請フォーム（次頁参照）は欧州委員会実施規則（EU）2015/2447（UCC 実

施規則）の付属書 12-02（図１参照）に定められている当局から申請者への決定通知フォーム

（スウェーデン語版）を利用している。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

  

mailto:tullverket@tullverket.se
https://www.tullverket.se/download/18.5c62b5b71540cfd18244a4b/1462968156837/31f01_45bil12_02.pdf
https://www.tullverket.se/download/18.5c62b5b71540cfd18244a4b/1462968156837/31f01_45bil12_02.pdf
https://www.tullverket.se/en/business
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図表 16 スウェーデンの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 回答を行う税関当局 

2. BOI決定参照番号 

当該国の参照番号(ある場合) 

3. 回答の保持者（フルネームおよび連絡先） 機密扱い 

EORIナンバー 

4. 回答の有効期間 

回答の有効開始日       年  月  日 

延長期間の終了日 

 重要 

欧州議会および理事会規則（EU）952/2013の 34条 4項と 5項の規定に影響を与えることなく、この

BOIは有効開始日から 3年間有効である。 

BOI保持者は、産品および産品の原産性を決定する状況が本回答で示される産品および状況と合致し

ていることを証明できなければならない。 

5. 申請日および申請登録番号 

日付      年  月  日 

登録番号（ある場合） 

6. 産品の関税品目分類 

（この分類はあくまで目安であり、Box17の BTI決定以外では当局側に拘束的なものではない） 

7. 産品の説明 

および (必要な場合) その組成物と産品の検査方法、商品名 機密扱い 

8. 原産国および法的枠組み 

（非特恵/特恵、当該協定/条約/決定/規則/取引のタイプ、特恵原産であると判断できない場合の

「非原産性」など） 

取引のタイプ   輸入□ または 輸出□ 

9. 税関当局による原産性評価の根拠 (産品が単一の国または地域において完全に取得されたものであ

る、最後に実質的な加工がなされたものである、産品の作業または工程が十分である、累積が認めら

れる、など) 

 場所 

日付 

年 月 日         署名      印 

10. 工場渡し価額（必要な場合） 機密扱い 

11. BOI決定参照番号 

12. 主な使用材料（必要な場合）その原産国 HSコード/CNコード 価格 機密扱い 

 場所 

日付 

年 月 日         署名      印 

13. BOI決定参照番号 

14. 原産性が認められるために必要な加工の説明（必要な場合） 機密扱い 

15. 記入言語 

ブルガリア語、チェコ語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、英語、スペイン語、エストニア

語、フィンランド語、フランス語、クロアチア語、ハンガリー語、イタリア語、リトアニア語、ラト

ビア語、マルタ語、オランダ語、ポーランド語、ポルトガル語、ルーマニア語、スロバキア語、スロ

ベニア語、スウェーデン語 

16. 既存の BOI決定または申請の参照番号 

17. 既存の BTI回答または申請の参照番号 

18. 関連キーワード * 機密扱い 

19. 本 BOI決定は、申請者が提出した以下の情報に基づいて発行された 

商品説明□  パンフレット□  写真□  サンプル□  その他□ 

 場所 

日付 

年 月 日         署名        印 
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【フォーム】 
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出所： Swedish Customs 
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 オーストリア 

 

（1）申請方法 

BOI（ドイツ語で VUA：Verbindliche Ursprungsauskünfte）申請は書類で行う。法的には

特定の申請フォームを利用しなければならないという規定はないが、全ての必要な情報を含む

ものでなくてはならず、連邦財務省（Bundesministerium für Finanzen）が申請フォームを用

意している。申請書は連邦財務省の Abteilung III/11 宛に提出する。申請手数料は無料。BOI

の有効期間は、BOI 決定を取得した日から 3 年間である。 

 

オーストリアの申請窓口 

所管当局： Bundesministerium für Finanzen 

部署： Abteilung III/11 

住所： Johannesgasse 5 

1010 Wien, Austria 

電話番号： +43 151433 504189 

Eメール： origin@bmf.gv.at 

申請フォーム

入手先： 

https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Za27

7 

（上記リンクからダウンロード可能、ファイル名は Za 277） 

制度概要 URL： https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-

praeferenzen/ursprungsauskunft.html 

 

（2）申請フォーム 

申請フォーム（Formular Za 277）は、連邦財務省のウェブサイトからダウンロードが可能。

申請フォームにはファイル上で直接入力が可能である。入力後に印刷した申請書に署名をして

書類で提出する。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

（4）その他 

BOI とは異なるが、法的拘束力を持たない原産地情報については、電話または書類で以下の

税関当局に問い合わせが可能である。 

Zentralstelle Verifizierung und Ursprung 

Zollstelle Schachendorf 

A-7472 Schachendorf 147 

電話：+43 50233 563011  

mailto:origin@bmf.gv.at
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Za277
https://service.bmf.gv.at/service/anwend/formulare/show_mast.asp?s=Za277
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/ursprungsauskunft.html
https://www.bmf.gv.at/zoll/fuer-unternehmen/ursprung-praeferenzen/ursprungsauskunft.html
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図表 17 オーストリアの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請先の宛名（予め当局の宛名が記載されている） 

2. 受領印 

3. 申請者（氏名または企業名、住所、担当者、電話、FAX、テレックス） 機密扱い 

EORIナンバー： 

4. BOIの利用権限の保持者（申請者と異なる場合） 機密扱い 

5. 国内の申請責任者（氏名または企業名、住所） 

6. 産品の関税品目分類 

7. 産品の詳細説明、必要な場合には産品の組成あるいは産品の組成の特定にあたり採用した

検査方法（機密情報以外） 

以下の提出物も参照 

商品説明□、パンフレット□、写真□、サンプル□、その他□ 

産品説明の中で機密扱いの必要な部分（例：商標、材料組成、検査方法等） 

注意：商標を機密とする場合には、商標に加えて産品に対し通常利用される名称を記載す

ること。産品から直接、または包装の表示から材料組成が明らかな場合は、材料組成を機

密扱いとすることはできない。さらに、組成のうち、関税分類を回答する特性を示す部分

については、それを機密扱いとすることはできない。 

次のページは、追加説明の欄として利用できる。 

8. 原産国と法的枠組み（非特恵原産／特恵原産：協定、条約、決定、規則またはその他の法

的枠組みの明示） 

9. （空欄） 

10. 産品のユーロの工場渡し価額（必要な場合） 機密扱い 

11. （空欄） 

12. 必要な場合、利用した原材料の説明、その原産国、HSコード／CNコード、価格 機密扱い 

13. （空欄） 

14. それぞれの条件（関税分類の変更、付加された価値、作業および加工の説明、原産材料の

累積、関連規則）を満たすことで、原産地特定を可能にする状況に関する情報；特にどの

原産地規則を具体的に利用したかを明示すること。 機密扱い 

15. （空欄） 

16. Box7に記入したものと同じまたは類似の産品、あるいは Box12に記入したのと同じまたは

類似の原材料が EU域内で既に BOI決定が申請され、回答が通知されているかどうかに関

する情報（発行官庁名、回答参照番号、特定された原産地） 

17. Box7に記入したものと同じまたは類似の産品、あるいは Box12に記入したのと同じまたは

類似の原材料が EU域内で既に BTI回答が申請され、回答が通知されているかどうかに関

する情報（発行官庁名、回答参照番号、関税品目分類－コードナンバー） 

18. （空欄） 

19. 提出物：商品説明□、カタログ□、写真□、サンプル□、その他□ 

20. 宣誓：記載内容は、自己の知る限り、真実に基づいたものであることを誓います。税関当

局の要請時には、提出資料のドイツ語への翻訳も提出します。また、通知内容を欧州委員

会の公開データバンクに保存することにも同意します。 

21. 場所、日付、署名 
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 注意事項 

1. 申請は無料。Bundesministerium für Finanzen, 1010 Wien, Johannesgasse 5 宛てに

提出する。 

2. BOIの有効期間は、BOIの回答日から 3年間となる。 

3. 有効期限終了間近の BOI決定は、失効する前に再申請することができる。 

4. BOIの申請は、産品ごとに個別に申請が必要である。 

5. 申請フォームの記入スペースが足りない場合は、2ページ目の空欄ページを利用す

る。 

6. 申請者が国外を拠点とする場合には、オーストリア国内の申請責任者を指定し記載し

なければならない。 

7. 代理人（運送業者など）に申請を委託する場合は、委任状が必要となる。 

8. データ保護に関する注意事項： 

同申請は任意ベースのものである。データの収集および加工はデータ保護法第 6条に

基づいて行われる。提出を要請する情報は、UCCに従い、公正な判断と EUの税関当局

のために必要なものである。 
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【フォーム】
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出所：Ministerium für Finanzen  
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 アイルランド 

 

（1）申請方法 

アイルランドの BOI 申請は、以下のように同国税務署の分類・原産地・査定部門が窓口とな

っており、下表の住所に必要書類を郵送する。 

 

アイルランドの申請窓口 

所管当局： Office of the Revenue Commissioners 

部署： Classification, Origin and Valuation Section  

Customs Division 

住所： 
St Conlon’s Road Nenagh 

County Tipperary,Ireland 

電話番号： +353 6763260 / 6763213 / 6763325 

Eメール： origin&QuotaSection@revenue.ie 

申請フォーム 

入手先： 

https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-

agents/documents/application-for-binding-origin-information.pdf 

制度概要 URL： https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/importing-and-

exporting/origin/preferential-and-nonpreferential-origin/binding-

origin-information-boi.aspx 

 

（2）申請フォーム 

申請フォーム（次頁参照）は、ウェブサイトから入手でき、黒インク、ブロック体大文字で

記入しなければならない。下記の特に Box 5、6、8、9（*のある欄）に関して、機密情報とし

て扱われるべき情報は、明示的に記入する必要がある。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

  

mailto:origin&QuotaSection@revenue.ie
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/application-for-binding-origin-information.pdf
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/documents/application-for-binding-origin-information.pdf
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/importing-and-exporting/origin/preferential-and-nonpreferential-origin/binding-origin-information-boi.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/importing-and-exporting/origin/preferential-and-nonpreferential-origin/binding-origin-information-boi.aspx
https://www.revenue.ie/en/customs-traders-and-agents/importing-and-exporting/origin/preferential-and-nonpreferential-origin/binding-origin-information-boi.aspx
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図表 18 アイルランドの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

 

Box 記載事項  

1. 申請者：（氏名・住所） 

2. BOI保持者：（氏名・住所）（Box 1と異なる場合のみの記入） 

3. 法的枠組み： （選択式： 特恵 / 非特恵） 

4.(a) 産品の記述： 

4.(b) 関税分類： 

5*. 産品の組成： 

6*. 工場渡し価額： 

7. 申請者の考える原産地： 

8*. 原産性を満たしたと考える原産地規則：  

主要材料   原産国   HS／CNコード   価値 

 

9*. 提出物：  

サンプル□   写真□   図面□   パンフレット□   その他□  

* 機密扱いとする部分を明記すること 

10. 同一、もしくは類似の産品に関して、同国、もしくは他の EU加盟国で、BOIに以前申請

したことがあるか 

はい□      いいえ□ 

ある場合はその詳細                               

11. 同一、もしくは類似の産品に関して、他の EU加盟国で、BOIや BTIの存在を認識してい

るか 

はい□      いいえ□ 

認識している場合はその詳細                           

‐ 提供した情報が正しいことを宣言する。書類に関して翻訳が必要な場合はそれらを提供

することに同意し、機密情報を除き、欧州委員会のデータベースに保管され使用される

可能性があることに同意する。 

名前： 署名： 日付： 

電話： FAX番号： Eメールアドレス： 

フォーム裏面の注意事項 

 黒インク、ブロック体大文字で記入する 

 Box 1：申請者は、実際の輸入者・輸出者、もしくは代理人の場合があり得る。代理人の場合は、Box 

2に実際の保持者となる者の記入が必要になる 

 Box 3：必要としている拘束的情報が特恵原産、非特恵原産いずれに該当するかを記入する 

 Box 4：(a)産品を特定できる十分な情報を提供する 

 (b)8桁の CNコード 

 Box 5：関係がある場合のみ、産品の組成と組成を決定するために用いた方法を記入する。関税分類

には下位分類がある場合があり、例えば農産物の場合は、産品の組成割合によって分類が異なる場合

があるため、その場合は割合の内訳も記入する 

 Box 6：関係がある場合のみ記入する 

 Box 8：満たしたとする特定ルールと、どのように満たされたかの説明を記入する（製造プロセスの

説明を含む）。必要に応じ、主な使用材料、原産地、HSコード、CNコード、コストも記入する。必要

に応じ別紙を追加しても良い 
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 Box 9：工程・製造プロセスを説明するような産品の組成や構成材料に関連するサンプルや写真、図

面、パンフレット、その他の書類は、必要であれば添付する 

 Box 10：申請者または保持者となる者が過去に同一または類似の産品に対して BOIを申請したことが

あるかどうかを記入し、ある場合はその詳細も記載する 

 Box 11：申請者または保持者となる者が同様の産品に関して過去に BTIないし BOIが存在したことを

知っているかどうか。詳細を記入する場合には、BOI／BTIナンバーも記入する 

 特に Box 5／6／8／9（フォームの*の部分）に関して、機密扱いとすべき情報は、明確に記載する必

要がある 
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【フォーム】 

 
出所： Office of the Revenue Commissionersウェブサイト  



 

 

2018.12             Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 

94 

 ルクセンブルク 

 

（1）申請方法 

ルクセンブルクの BOI（フランス語で RCO：Renseignement Contraignant en matière 

d’Origine）申請窓口は、以下のように同国の税関当局となっており、郵送または E メールで送

付する。 

 

ルクセンブルクの申請窓口 

所管当局： Direction des Douanes et Accises 

部署： Division Taxation & Union douanière 

住所： 22, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg 

郵送住所：BP 1605, L-1016 Luxembourg 

電話番号： +352 28182818 

Eメール： TAXUD@do.etat.lu 

申請フォーム

入手先： 

https://douanes.public.lu/dam-assets/formulaires/commerce-

international/origine-des-marchandises/formulaire-demande-rco-0817.pdf 

制度概要 URL： 
https://douanes.public.lu/fr/commerce-international/origine-

marchandises/renseignement_contraignant_matiere_origine.html 

 

（2）申請フォーム 

申請フォームは上記ウェブサイトから入手することができる。フォーム自体はフランス語だ

が、記入は英語でも良いとの回答を当局担当者から得ている。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

申請内容によって期間は異なるが、EU のガイドラインは遵守する。 

 

（4）その他 

BOI に関する情報は、現在はフランス語のみでウェブサイトにまとめられている。ルクセン

ブルク政府は、「Single Window for Logistics」（https://logistics.public.lu/en.html）という、

物流に関する情報を１カ所にまとめた政府ウェブサイトを整備しており、BOI 情報に関しても、

将来的に同サイトに英語でも掲載する予定である。 

 

 

  

mailto:TAXUD@do.etat.lu
https://logistics.public.lu/en.html
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図表 19 ルクセンブルクの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（名前、住所） 

（申請者は輸入者、輸出者、もしくは代理人である可能性がある） 

2. BOI保持者（名前、住所、1.と異なる場合のみ記入） 

3. 法的枠組み  

□非特恵 

□特恵：特恵で関係する第三国 

4. （a）産品の記述、(b）関税分類（CNコード） 

（産品を特定できる十分な情報が必要） 

5. 産品の組成 

（関係がある場合のみ、産品の組成と、組成を決定するために用いた方法を記入。関税分

類は下位分類があることがあり、例えば乳脂、砂糖、デンプンなど農産物の場合は、産品

の組成重量割合によって異なることがあるため、その場合は TARIC要件に従って割合の内

訳も記入する） 機密扱い 

6. 工場渡し価額 

（関係ある場合のみ記入） 機密扱い 

7. 申請者の考える原産地 

8. 満たしたとするルールと、どのように満たしたかの説明を記入（必要であれば、主な主要

材料、原産地、HSコード、CNコード、コストも記入） 機密扱い 

9. 提出物 

□サンプル 

□写真 

□図面 

□パンフレット 

□その他：                         

（製造プロセスを説明するため、サンプル、写真、図面、パンフレット、その他、産品の

組成や構成材料に関連する書類を添付する） 機密扱い 

10. 同一、もしくは同様の産品に関して、同国もしくは他の EU加盟国で BOIを以前申請したこ

とがあるか  

□はい 

□いいえ 

ある場合にはその詳細を記入： 

11. 同一、もしくは同様の産品に関して、他の EU加盟国における BOIや BTIの存在を認識して

いるか 

□はい 

□いいえ 

認識している場合には詳細を記入：（BOI／BTI参照番号も記入） 

12. 情報が正しいことを宣言し、書類に関して翻訳が必要な場合にはそれらを提供すること、

機密情報を除き、法に従ってデータベースに保管されることに同意する。 

名前：      電話番号： 

Eメールアドレス： 

日付：      署名： 
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【フォーム】 
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出所： Direction des Douanes et Accisesウェブサイト  
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 デンマーク 

 

（1）申請方法 

BOI（デンマーク語で BOO：Bindende oprindelsesoplysninger）回答の申請は、デンマーク

関税・税務局（Skatteforvaltningen／Danish Customs and Tax Administration）に対して書

類で行う。申請者は、当局が定めた申請フォームに添えられた説明に従って申請書を作成する。

デンマーク語以外で提出した場合は、当局はデンマーク語への翻訳を要請する場合がある。 

 

デンマークの申請窓口（特恵原産および非特恵原産の EU域外での加工産品） 

所管当局： Skatteforvaltningen（Danish Customs and Tax Administration) 

住所： SKAT København 

Sluseholmen 8B DK-2450 København SV Denmark 

電話番号： +45 72221212 

Eメール： toldekspedition.padborg@skat.dk 

申請フォーム

入手先： 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=56211 

制度概要 URL： https://skat.dk/skat.aspx?oid=2177649 

（デンマーク語：BOIの概要） 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=56212 

（デンマーク語：申請書の記入方法の説明） 

 

（2）申請フォーム 

デンマークの BOI 申請フォーム（次頁参照）は、上記の URL よりダウンロードが可能。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。  

 

  

mailto:toldekspedition.padborg@skat.dk
https://skat.dk/skat.aspx?oid=56211
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2177649
https://skat.dk/skat.aspx?oid=56212
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図表 20 デンマークの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

Til Toldstyrelsen 回答を行う税関当局 

Dato 申請日 

SE-nr. 付加価値税（VAT）登録番号 

Navn 氏名 

Adresse 住所 

Tlf.nr. og ref. 電話番号と登録番号 

Mail Eメール 

Varers oprindelse/産品の原産国 

Vare-Betegnelse 

産品の名称 

下記産品に対する BOIの署名入り申請書。税関当局の要請があれば添付

書類をデンマーク語に翻訳することに同意するとともに、UCCを規定する

2013年 10月 9日の欧州議会および理事会規則（EU）952/2013、および同

規則の規定の適用に対する詳細なルールを定めた 2015年 11月 24日の

UCC実施規則（EU）2015/2447を適用する目的のため、原産性情報が欧州

委員会のデータベースに保存されることに同意する。 

商品名、該当する場合には商標（Rマーク付きの登録商標名） 

Leverandør 

サプライヤー 

氏名、住所 

Vare-beskrivelse 

産品の説明 

産品の外観、性質、使用目的、および該当する場合には分析方法と工場

渡し価額（説明の 1番を参照） 

Oprindelsesland og 

retsgrundlag 

原産国と法的根拠 

非特恵/特恵、当該の協定/条約/決定/規則など（説明の 2番を参照） 

Anvendte 

materialer, 

oprindelsesland 

mv. 

使用材料の原産国等 

主な使用材料、材料の価格、原産国、関税分類（説明の 3番を参照） 

Baggrund for 

anmodningen 

申請理由 

(下記説明の 4番を参照) 

Fortrolige 

oplysninger 

機密情報 

(下記説明の 5番を参照) 

Bilag 

付属文書 

サンプル 

製造者の宣言、分析証明書、パンフレット、図面、インボイスの複写等 

署名  
税関当局は税務当局の一部である。  

 

申請フォーム記入の説明 

 

BOI決定は、UCCを規定する 2013年 10月 9日の欧州議会および理事会規則（EU）952/2013およ

び同規則の規定の詳細なルールを定めた 2015年 11月 24日の UCC実施規則（EU）2015/2447に従

って、税関当局が通知する。 

 

申請者は、特定の産品の原産性についての税関当局の通知に基づいて、組成の証明（適用した分

析方法を伴う分析証明書、生産者による宣言など）を伴う製品のサンプル、またはパンフレット

やカタログの抜粋、写真などを添付して製品の正確な説明を提出しなければならない。税関当局

は、製品の原産性を判断するために必要なサンプルの検査を実施できる。 
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通関手続き中の BOI受領者は、税関当局に対して通関手続きの対象となっている産品の BOIを取

得していることを知らせるよう留意すること。 

 

本フォームは以前の無効になった原産性情報の更新にも使われる。無効となった原産性情報を申

請フォームと併せて提出し、上記に述べた書類を提供する。 

 

1. 産品の説明 

この boxには、以下について正確な情報を記入しなければならない。 

- 形状や質感、部品の数など産品の外観 

- 産品の性質 

 - 合成の液体や粉末など: 組成 (原産性の関連情報を伴う) 

- 機械や器具など: ユニット数、その技術情報と動作の説明を伴う 

- その他の産品: 使用材料の性質、および原産性にとって重要な場合には各材料の割合 

- 産品の適用。原産性にとって重要な場合は、梱包の種類と梱包方法についての情報も提供する 

- 産品の組成。適用した分析方法を伴う分析証明書、生産者による宣言など 

- 産品の工場渡し価額 

 

2. 原産国と法的根拠 

産品の原産国を記入し、適用される法規定を示す（特恵（UCC64条）/非特恵（UCC59条）、当該

の協定/条約/決定/規則など）。 

 

3. 使用材料とその原産国など 

ここに、原産性を決定する以下の条件を記入する。 

- 使われている材料の説明とその原産性 

- 関税品目分類 

- 換算価格 

- 上記条件を満たした状況に関する説明(関税分類の変更、付加された価値、作業または工程の

説明、あるいはその他の特定の原産地規則)。また、原産性規則が適用されること、および産

品ができると見込まれる時期を明示すること。 

 

4. 申請の理由 

ここに、BOI申請を望む理由を記入する。例えば、新製品の輸入または輸出、通関手続きによる

製品の原産性に対する疑念（当該の税関手続き検査を示す）。さらに、同一または類似の産品、

あるいは本申請が関係する材料に対する既存の BOIまたは BTI、あるいはその申請があれば記載

する。 

 

5. 機密情報 

情報は欧州委員会のデータベースに保存され一般に公開されるが、機密扱いを申告した限りにお

いては、情報は問い合わせの際に開示されない。 
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【フォーム】 
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出所： Danish Customs and Tax Administration 
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 ポルトガル 

 

（1）申請方法 

BOI（ポルトガル語で IVO：Informações vinculativas em matéria de origem）の申請窓口

は、税務・税関当局（Autoridade Tributária e Aduaneira）の税務・税関サービス総局となる。

ポルトガルでは、BOI 決定の申請フォームは現時点では作成しておらず、EU の UCC 実施規

則の付属書 12-02 で定める決定通知フォーム（図１参照）を申請フォームとして利用している。

UCC 実施規則の付属書 12-02 に必要事項を記入し、原産性を判断するのに必要な添付書類と

ともに提出する。申請書は、原本を郵送により提出する。 

 

ポルトガルの申請窓口 

所管当局： Autoridade Tributária e Aduaneira 

部署： Direcção de Serviços de Tributação Aduaneira 

住所： Rua de Alfãndega nº 5 r/c 

1140-006 Lisboa Portugal 

電話番号： +351 218813765 

Eメール： dsta@at.gov.pt 

申請フォーム

入手先： 

EUの UCC実施規則付属書 12-02を申請フォームとして使用する。 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG 

制度概要 URL： BOIの制度概要に関する URLは特になし。所管当局の URLは次の通り。

http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Pages/default.aspx  

 

（2）申請フォーム 

ポルトガルでは、前述の通り、BOI 申請用の申請フォームは作成しておらず、EU の UCC 実

施規則付属書 12-02 に掲載されている決定通知に用いるフォームを、申請フォームとして利用

する。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。ただし、当局によれば、UCC の統一ルール

（申請が受理されてから 120 日以内）より早く回答が通知される場合が多いとのこと。 

 

  

mailto:dsta@at.gov.pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.343.01.0558.01.ENG
http://info-aduaneiro.portaldasfinancas.gov.pt/pt/Pages/default.aspx
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 マルタ 

 

（1）申請方法 

マルタの BOI（チェコ語で ZIPZ：závazných informací o původu zboží）の申請は、税関当

局の経済手続きユニット（CEPU）が担当窓口である。しかしながら CEPU によれば、CEPU

はこれまでに BOI 決定の申請を受けたことはなく、そのため、特に申請フォームは作成してい

ない。 

 

マルタの申請窓口 

所管当局： Customs Department 

部署： Customs Economic Procedure Unit (CEPU) 

住所： Lascaris Wharf,  

Valletta VLT 1920 Malta 

電話番号： +356 25685141/142 

Eメール： cepu.customs@gov.mt 

申請フォーム 

入手先： 

申請フォームはない 

制度概要 URL： 
BOIの概要に関する情報は掲載されていない。税関当局の URLは次の通り。 

https://customs.gov.mt/customs 

  

（2）申請フォーム 

前述の通り、マルタでは BOI 申請フォームやは準備されていない。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

  

mailto:cepu.customs@gov.mt
https://customs.gov.mt/customs
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 ルーマニア 

 

（1）申請方法 

BOI（ルーマニア語で IOO：informaţie de origine obligatorie）の申請窓口は、財政管理局

（Agenţia Naţională de Administrare Fiscală）の関税総局（Direcţia Generală a Vămilor）

である。BOI の申請に関してルーマニアでは、EU の UCC および関連規則に加え、BOI 発行

に関する技術要件「Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1192/13.04.2016」を策定し、ウェブサイ

トで公表している22。この技術要件では、BOI 申請や発行に関する規定が定められている。 

 

ルーマニアの申請窓口 

所管当局： 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

（National Agency for Fiscal Administration） 

部署： Direcţia Generală a Vămilor（Customs Directorate General） 

住所： Str. Alexandru Ivasiuc nr. 34-40, sector 6 cod 060305 

Bucuresti Romania 

電話番号： +40 213155858  +40 213137969 

Eメール： origine@customs.ro 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームはない 

制度概要 URL： http://www.customs.ro/agenti-economici/originea-marfurilor/informatii-

de-origine-obligatorii 

 

（2）申請フォーム 

申請フォームは作成していないが、BOI 申請は、UCC 実施規則付属書 A のうち Title I（申

請および決定のための共通データ要件）と Title III（BOI 申請および決定のために要求される

特定のデータ）23が求めるデータ要件を満たすものでなければならない。申請は書類で提出す

る。申請内容に関する決定は、UCC 実施規則付属書 12-2 に定められた EU のフォームを使っ

て書面で通知される。その後、BOI 申請または BOI 決定に影響を及ぼす可能性がある出来事が

生じた場合には、BOI 申請者または保持者は書面で税関に通知しなければならない。さらに、

申請受理の要件として、次の点を定めている。 

 申請者、およびその代理人（該当する場合）は、UCC 第 9 条に基づいて登録し、EORI ナ

ンバーを申請書に記載しなければならない。 

 申請はルーマニア語で行わなければならない。 

 UCC の第 18 条および第 19 条に基づいて代理人が申請する場合は、申請には契約書、委

任状または代理人への権限移譲を証明するその他の書類のコピーを提出しなければなら

ない。 

 BOI 決定の申請時には、日付と提出者の署名がなければならず、その際申請者の肩書も記

                                                   
22  https://www.customs.ro/assets/pdf/agenti-economici/OPANAF%20nr%201192%20-%202016.pdf 
23  https://www.customs.ro/assets/pdf/agenti-economici/OPANAF%20nr%201192%20-%202016.pdf 

 

mailto:origine@customs.ro
http://www.customs.ro/agenti-economici/originea-marfurilor/informatii-de-origine-obligatorii
http://www.customs.ro/agenti-economici/originea-marfurilor/informatii-de-origine-obligatorii
https://www.customs.ro/assets/pdf/agenti-economici/OPANAF%20nr%201192%20-%202016.pdf
https://www.customs.ro/assets/pdf/agenti-economici/OPANAF%20nr%201192%20-%202016.pdf
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載する。申請書への署名を通じ、申請者は、機密扱い情報を除く写真や画像、パンフレッ

トを含む全ての情報が欧州委員会のウェブサイト上で公開されることに同意したものと

みなす。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 
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 フィンランド 

 

（1）申請方法 

フィンランドでの BOI（フィンランド語で SAT：Sitova alkuperätieto）の申請は、税関当

局（Tulli）が申請窓口となる。申請フォームは、公用語であるフィンランド語とスウェーデン

語のみで、英語版はない。申請者は、申請フォームに全ての必要事項を記入し、税関当局に提

出する。 

 

フィンランドの申請窓口 

所管当局： Tulli (The Finnish Customs) 

部署： Foreign Trade and Taxation Department, Origin 

住所： PL 512 00101 Helsinki Finland 

電話番号： +358 2955200 +358 2955202 

Eメール： 

kirjaamo@tulli.fi 

その他、EU が取りまとめた BOI 申請窓口リスト記載の担当者メールアドレス

も有効 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=

EN 

申請フォーム 

入手先： 

ウェブサイト上でダウンロードはできない。当局に問い合わせて PDFファイ

ルを入手可能 

制度概要 URL： BOIの概要に関する URLはなし。所管当局の特恵原産性に関する URLは次の

通り 

https://tulli.fi/en/businesses/import/preferential-treatment-based-

on-origin 

 

（2）申請フォーム 

次頁以降の申請フォームは、ウェブサイト上でダウンロードはできないが、当局に問い合わ

せて入手可能である。PDF 形式の申請フォームには、直接入力が可能である。申請時の注意事

項等については、申請フォーム内の注意事項欄を合わせて参照されたい。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

BOI 決定までにかかる期間は、回答に必要となる情報によって異なる。税関が申請者から追

加情報を必要とする場合は、申請者に対し、追加情報を提出するのにかかる時間の余裕を与え

る必要がある。通常、回答までにかかる期間は数カ月程度である。 

 

（4）その他 

当局に問い合わせたところによれば、フィンランドでは、BOI 決定の申請は非常に稀である。

その理由としては、原産地と原材料価格や最終製品の工場渡し価額が変動することが考えられ

る。最終製品の製造過程で一つまたは複数の状況が変化すれば、変更された状況に対して BOI

決定は有効でなくなる。 

mailto:kirjaamo@tulli.fi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
https://tulli.fi/en/businesses/import/preferential-treatment-based-on-origin
https://tulli.fi/en/businesses/import/preferential-treatment-based-on-origin
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図表 21 フィンランド BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（フルネーム、住所、電話） 

 

Eメールアドレス 

税関ナンバー／EORIナンバー 

当局記入欄 
登録： 

登録場所： 

受付年月日：    年  月  日 

税関当局から要請があった場合には、添付提出書類もフィンランド

語に翻訳しなければならない。 

申請書は、原産性の判断を可能にするため、一種類の産品の一つの

状況についてのみに関するものでなければならない。 

申請者は、BOIが他の EU加盟国の税関当局に伝達されること、欧州

委員会のデータベースに保存されることに合意したものとする。 

申請責任者（フルネーム、住所、電

話） 

 

Eメールアドレス 

税関ナンバー／EORIナンバー 

1. 産品 産品とその関税分類の項 

2. 産品の説明 産品の一般的説明と必要に応じて構造、組成、利用目的、工場渡し価額 

3. 原産性の判断に必要

な情報 

 

(a)産品の最終完成国；製造が 2カ国またはそれ以上の国で実施された場合

は、それぞれの国で、製造または加工のどの工程が実施されたかを説明。 

(b)製造に使用した材料：関税品目分類コード、原産国、材料の価格 

(c)産品の輸出先、必要に応じて、輸出国 

4. 産品の原産性の判断

に必要な情報 

(a)EUのいわゆる一般的原産地規則、非特恵原産性 

(b)特恵原産性 

(c)どの原産地規則が適用され、どのようにその規則の条件を満たすと考え

るか。想定する産品の原産地はどこか。 

(d)商取引：申請は、実際に計画中の輸入または輸出に関するものか。 

□はい □いいえ 

取引のタイプ 輸入 □ または 輸出 □ 

5. サンプル等 

申請に添付する資料にチェックする。 

□ 説明   □ パンフレット 

□ 写真   □ サンプル 

□ その他： 

サンプルの返却を希望するか。 □はい □いいえ 

調査や分析、専門家の意見やサンプルの返送にかかる費用は申請者から徴収する場合がある。 

6. 既存の BOIおよび/ま

たは BTI 

これまでにフィンランドまたは他の EU加盟国で、類似の産品について次の

申請をしたことがあるか 

□ 申請した  □ BOI および/または 

□ 発行された  □ BTI 

回答参照番号、日付、既存の情報の詳細 

7.  他の EU加盟国で既に BOIまたは BTIが発行されたかどうかを知っている

か。 

□ はい  □ いいえ 

はいの場合、詳細を記入する。 

8. 機密扱いの情報 記入時の注意事項欄を参照 

9. 申請の根拠  

10. 日付と署名  

 活字体名 

記入時の注意事項： 

税関は、UCC第 33条に従って BOIの事前教示を行う。 

税関は、BOIの判断に必要な場合、産品と製造者を調査することができる。 

税関はさらに、申請者に対し産品に関する追加情報（パンフレットやプライスリスト等）の提出を求めるこ

とができる。 

申請者が提出した不正確または不完全な情報に基づいて BOI決定が下された場合、BOIは取り下げられる。 

この申請フォームは、以前事前教示をうけた BOIが期限切れで失効した場合の更新申請にも使用する。 

1. 産品の関税品目分類コードは、最低 8桁の CNコードを記載する。BOIの品目コードは税関当局に拘束的

なものではない。 

2. 工場渡し価額は、最終的な処理または加工を実施した製造者に支払われる価格で、全ての材料費を含み、

完成品の輸出時に還付される税金を差し引いた価格。 
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3a. 該当する場合、それぞれの国で産品に加えられた付加価値も記載する。 

3b. 材料とは、原材料、コンポーネントなど製品の製造に使用した全ての材料を指す。 

3c. 輸出国については、産品の最終製造国が異なる場合に記載する。 

4b. EU・スイス間の自由貿易協定や一般特恵関税（GSP）スキーム等、協定やスキームを記載する。 

4c. 想定する原産地とは、申請者の判断による産品の原産国または原産地を意味する。 

6. 以前に回答を受けた BOI または BTI の事前教示について把握している場合に記載する。これには、産品

と製造時に使用した材料の両方が該当する。 

8. この項目では提供した情報のうち機密扱いとなるものを明らかにする。こうした情報は、BOI 申請を通

じて共有されることはない。 

申請書のスペースが必要な情報を記入するのに足りない場合は別紙に記載することも可能だが、その場合、

申請に追加情報がある旨を明確にしなければならない。 

申請書の送付先：Tulli, PL512, 00101 Helsinki 
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【フォーム】 
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出所：Tulli  
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 ギリシャ 

 

（1）申請方法 

BOI（ギリシャ語で Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής）回答の申請は、書類で行う。申

請者は、原産性の評価に必要な全ての情報を提出しなければならない。ギリシャでは決まった

申請フォームはないが、税関当局が求める特定の情報を提出する必要がある（（2）申請フォー

ムの項目を参照）。 

 

ギリシャの申請窓口 

所管当局： Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων（AADE） 

Independent Authority for Public Revenue (IAPR) 

General Directorate of Customs and Excise 

部署： Directorate of Tariff Issues, Special Procedures and Reliefs  

Section B, Tariff Preferential Regimes & Origin 

住所： 10, Karageorgi Servias str.  

101 84 Athens Greece  

電話番号： +30 2106987491 +30 2106987493 

+30 2106987541 +30 2106987513 

Eメール： d17-c@2001.syzefxis.gov.gr 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームなし 

制度概要 URL： ウェブサイトに BOIに関する説明はない。https://www.aade.gr/ 

 

（2）申請フォーム 

前述の通り、決まった申請形式はないが、申請には以下の情報を含める必要がある。 

 

  

mailto:d17-c@2001.syzefxis.gov.gr
https://www.aade.gr/
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図表 22 ギリシャの BOI 決定申請に含める情報 

記載事項 

(a) 保持者の氏名および住所 

(b) 申請者が保持者でない場合、申請者の名前と住所 

(c) 適用される法的枠組み 

(d) 産品の詳細説明と関税分類  

(e) 産品の組成およびこの特定のために用いた検査方法、必要に応じて工場渡し価額 

(f) 原産性の特定を可能にする条件、利用した材料とその原産地、関税分類、価値、原産地規

則を満たしていることを示すための状況の説明（関税分類の変更、付加価値、加工・工程

の説明、その他の特別なルール）：特にどの原産地規則を適用したかを明確にし、産品に

該当すると考えられる原産性について言及しなければならない 

(g) 産品の組成とその構成材料に関して利用可能なサンプル、写真、図面、カタログまたはそ

の他の資料で、製造プロセスまたは材料に施される加工の説明に役立つもの 

(h) 税関当局が要請した場合、該当する加盟国の公用語（あるいは公用語の一つ）へ添付書類

を翻訳することについての同意 

(i) 一般公開向けあるいは当局に対し機密扱いとするべき情報 

(j) 申請者が認識している範囲で、項目（d）と（f）と同じもしくは、類似の産品または材料

に関して、EU域内で既に申請済みあるいは発行済みの BTI回答または BOI決定があるかど

うかを記載 

(k) 提出した情報が、欧州委員会の一般公開データベースに保存されることについての同意。

ただし、UCC第 15条とは別に、加盟国で発効しているデータ保護関連規定は適用される 
出所：Independent Authority for Public Revenueの情報に基づく 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

 UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 
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 スロバキア 

 

（1）申請方法 

スロバキアにおける BOI（スロバキア語で ZIPT：záväznej informácii o pôvode tovaru）申

請は、関税当局の関税部が所管であり、申請フォームに記入した後に申請窓口に送付するか、

もしくは政府ポータルから電子申請が可能である。 

 

スロバキアの申請窓口 

所管当局： Colný úrad Bratislava（Customs Office Bratislava） 

部署： Customs Tariff Department 

担当者名※： Lieutenat-colonel Mgr. Martin Štrbík, Chef de Département des tarifs 

douanier（フランス語対応）※ 

 

住所： Miletičova 42,  

824 59 Bratislava,Slovakia 

電話番号： +421 250263963 

Eメール： martin.strbik@financnasprava.sk 

申請フォーム 

入手先： 

スロバキア語のフォームを上記所管当局より入手可能、もしくは政府ポータ

ル（https://www.slovensko.sk/）から電子申請できる 

制度概要 URL： https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-

tovar/dovoz/povod-tovaru 

※ 調査時点（2018年 8 月）のもの。当局より掲載許可取得済（2018年 11 月）。 

 

（2）申請フォーム 

申請言語はスロバキア語でなければならず、所管当局より入手できる申請フォーム（次頁参

照）もスロバキア語版のみである。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。なお、スロバキアはすでに外国企業への事

前教示発行経験があるという。 

  

https://www.slovensko.sk/
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/povod-tovaru
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/clo-obchodny-tovar/dovoz/povod-tovaru
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図表 23 スロバキアの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 保持者の詳細（名前、住所） 

電話番号： 

FAX番号： 

会社 ID： 

税 ID： 

EORIナンバー 機密扱い 

- 所管当局使用欄 

（会社登録番号、登録場所、登録日、事前教示の言語要望、添付有無、添付数、サンプル

有無、サンプル数） 

- 重要な注意事項 

申請者はこの申請書に署名することによって、内容が正確かつ完全であることに責任を持

つ。申請者は、データ、写真、スケッチ、リーフレットなどが欧州委員会のデータベース

情報に保存されることに同意し、Box1 および 8 のように機密扱いとしていない情報は、

インターネット上に公表される場合があることに同意する。 

2. 代理人の詳細（名前、住所） 

電話番号： 

FAX番号： 

関税 ID、会社 ID、税 ID： 

3. 再申請  

BOIを以前取得したことがある場合に記入 

 

前回の BOI決定参照番号： 

 

BOI発効日：  年  月  日 

4. 原産性 

特恵原産□  非特恵原産□ 

5. 目的国（複数国） 

（特恵原産の場合のみ記入） 

6. 産品の記述 

必要な場合は、産品の正確な組成、産品の製造プロセスや加工、価値（部品を含む）、産品

の用途、産品の識別、適当であれば、小売のために供給される包装を特定すること 

7. 加工される産品の記述、製造で使用される材料の記述（*） 

加工される産品の正確な記述、製造で使用される材料の原産国の正確な記述、もしくは産

品の関税分類、もし原産地の判断に必要であれば産品の価値、工場渡し価額や付加価値の

情報を提供する 

8. その他の情報（*） 

Box 9.で提供された情報のうち、どの情報が機密情報として扱われるべきかどうか記入す

る 機密扱い 

9. 添付 

商品説明□  書類□  写真□  サンプル□  その他□ 

 

サンプルの返送を希望するか： はい□   いいえ□ 

分析、専門家アドバイス、返送に要した費用は申請者の負担となることがある 

10. 関連する BOIと BTI（*） 

関連する BOIと BTIがある   はい□   いいえ□ 

BOI／BTI発行国： 

BOI／BTIナンバー： 

BOI／BTI発効日：   年   月   日 
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11. 日付と署名 

名前： 

場所と日付： 

代理人の名前： 

署名： 

- 所管当局使用欄 

（*）記入スペースが不足している場合、別紙を追加することができる。 
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【フォーム】 
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出所：Colný úrad Bratislava より入手 
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 キプロス 

 

（1）申請方法 

BOI（ギリシャ語で Δεσμευτικές πληροφορίες καταγωγής）の申請は、定められた申請フォ

ームを用いて税関・税務局（Customs & Excise Department）に書類で行う。申請フォームに

は記入時の注意事項が添えられているので、これに従って記入する。なお UCC の規定に従っ

て、産品ごとに BOI 決定の申請を行う必要がある。通関後の産品について事後的に BOI 決定

を用いることはできない。 

 

キプロスの申請窓口 

所管当局： 
Τμήμα Τελωνείων, Υπουργείο Οικονομικών 

Customs & Excise Department, Ministry of Finance 

住所： Customs Headquarters 

1440 Nicosia Republic of Cyprus 

電話番号： +357 22407521  +357 22407531 

+357 22601657  +357 22601658 

Eメール： headquarters@customs.mof.gov.cy 

申請フォーム

入手先： 

http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access

=0&SectionId=business&CategoryId=Money%20and%20Taxation&SelectionId=App

lications%20/%20Forms%20of%20the%20Customs%20Department%20regarding%20t

ariff%20-%20origin%20-%20duty%20values&print=0&lang=en（ギリシャ語）（英

語版は Customs & Excise Departmentより入手） 

制度概要 URL： http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/279809B6B9227AD4C2257

2A6003C576D?OpenDocument  

（Customs & Excise Departmentのウェブサイトの国外企業向けのページ： BOI

に関する説明はない） 

 

（2）申請フォーム 

キプロスの申請フォーム（次頁参照）にはギリシャ語と英語がある。ギリシャ語はウェブサ

イトからダウンロードが可能で、英語版は税関・税務局に問い合わせれば取得できる。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

  

mailto:headquarters@customs.mof.gov.cy
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=Money%20and%20Taxation&SelectionId=Applications%20/%20Forms%20of%20the%20Customs%20Department%20regarding%20tariff%20-%20origin%20-%20duty%20values&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=Money%20and%20Taxation&SelectionId=Applications%20/%20Forms%20of%20the%20Customs%20Department%20regarding%20tariff%20-%20origin%20-%20duty%20values&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=Money%20and%20Taxation&SelectionId=Applications%20/%20Forms%20of%20the%20Customs%20Department%20regarding%20tariff%20-%20origin%20-%20duty%20values&print=0&lang=en
http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/gwp.getGroup?OpenForm&access=0&SectionId=business&CategoryId=Money%20and%20Taxation&SelectionId=Applications%20/%20Forms%20of%20the%20Customs%20Department%20regarding%20tariff%20-%20origin%20-%20duty%20values&print=0&lang=en
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/279809B6B9227AD4C22572A6003C576D?OpenDocument
http://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/279809B6B9227AD4C22572A6003C576D?OpenDocument
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図表 24 キプロスの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1. 申請者（氏名、住所） 

2. 保持者（氏名、住所）（Box1と異なる場合のみ） 

3. 法的枠組み（特恵／非特恵） 

原産国（申請者による申告） 

4(a) 産品の説明 

4(b) 関税品目分類 

5. 産品の組成 

6. 工場渡し価額 

7. 原産性を満たすと考えられるルール(裏面の注意事項を参照) 

主要材料、その原産国、HSコード/CNコード、価格 

8. 産品の BOIを裏付けるため提出する添付資料 

□サンプル □写真 □略図 □パンフレット □その他 

9. 同一または類似の産品について、当地または他の EU加盟国で以前に BOIを申請したこと

があるか。 

□はい □いいえ  はいの場合はその詳細を記載 

10. この産品または類似の産品の BOIが他の EU加盟国で発行されたことを把握しているか。 

□はい □いいえ  はいの場合はその詳細を記載 

11. 当申請書に記載した情報は自分の知る限り、確かで間違いがないことを宣言する。要請が

あればいかなる書類の翻訳も提供することに同意するとともに、提供した情報は機密扱い

と明示された項目を除き、欧州委員会のデータベースに保存されて、規則 952/2013、規則

2015/2446、規則 2015/2447の目的で使用されることに同意する。 

 

氏名：（ブロック体の大文字）  署名：         日付： 

 

電話：       FAX：         Eメール： 
申請フォーム記入の注意事項 

全ての Boxに黒インクでブロック体大文字にて記入しなければならない。BOIの回答申請は該当する商業取

引に関してのみ行うこと。また原産性の回答に必要な全ての事項を入れること。申請は産品の 1種類だけに

ついて行うこと（例えば、単一の関税品目分類コードに関係する産品）。 

記入した申請書フォームは添付文書やサンプルなどと併せて、以下に送付すること。 

Director Department of Customs and Excise  

Headquarters  

1440 Nicosia 

Box1: 申請者は、実際の輸出入事業者または代理人が行う。申請者が代理人の場合には、保持者について

Box2も記入する。 

Box3: 必要な BOIが特恵目的か非特恵目的かを記載する。申請が特恵目的の場合には、当該の協定/条約/規

則/決定などを明示する。 

Box4: (a) この説明は、詳細で産品を特定する（および関税品目分類で分類する）のに十分であること。 

   (b) キプロス統合関税システムに示される 8桁の CNコードをここに記入すること。 

Box5: 該当する場合に、産品の組成およびその組成を決定するのに使用した方法。 

Box6: 該当する場合に、工場渡し価額を明示すること。 

Box7: 履行すると考えられる特定のルールおよびそのルールの順守方法の説明。必要に応じて、産品の製造

に使用された材料の詳細とその関税分類、費用を入れること。必要な場合には、別紙を用いて詳細に

説明する。 

Box8: 産品の組成に関して利用できるサンプル、写真、図面、カタログ、その他書類、または必要であれば

これら材料に施した作業や製造工程を示す組成材料を付属文書として添付すること。 

機密扱い：特に Box5、6、7、8については、提供情報を機密扱いとする必要があれば明示すること。 
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【フォーム：英語】 
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【フォーム：ギリシャ語】 

 

出所：Customs & Excise Department  
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 エストニア 

 

（1）申請方法 

エストニアでは、以下のように税務・関税当局が BOI（エストニア語で Siduv 

päritoluinformatsioon）の申請窓口となっており、申請フォームは、郵送もしくは E メールで

送付する。 

 

エストニアの申請窓口 

所管当局： Maksu-ja Tolliamet (Tax and Customs Board) 

部署： Tolliosakond, Tollitalitus (Customs Department, Customs Office) 

住所： Lõõtsa 8A,15176 Tallinn, Estonia 

電話番号： +372 6762607 

Eメール： emta@emta.ee 

申請フォーム

入手先： 

下記のウェブサイトよりダウンロードできる 

制度概要 URL： https://www.emta.ee/et/toll-kaubavahetus/paritolu/muud/siduv-

paritoluinformatsioon 

 

（2）申請フォーム 

申請フォームはエストニア語のみとなっている。発行済み BOI の有効期限が過ぎ、再度申請

する場合も、同申請書を使用する。この場合には、失効した BOI 決定書類も添付する必要があ

る。また、記入スペースが足りない場合は追加しても良いが、対応する項目が分かるようにす

る必要がある。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

（4）その他 

エストニア税関では、問い合わせ時点の 2018 年 7 月までに申請を受領したことも、回答を

発行したこともないという。BOI 申請は無料だが、研究所での試験など、回答のために必要な

特別費用が発生した場合には、申請者が負担することになる可能性がある。また当局は、提出

書類のエストニア語への翻訳を要請する可能性がある。  

mailto:emta@emta.ee
https://www.emta.ee/et/toll-kaubavahetus/paritolu/muud/siduv-paritoluinformatsioon
https://www.emta.ee/et/toll-kaubavahetus/paritolu/muud/siduv-paritoluinformatsioon
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図表 25 エストニアの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

欄外 日付 

 

保持者の名前、登録ナンバー、住所、電話番号 

 

申請者（保持者と異なる場合）の名前、登録ナンバー、住所、電話番号 

 

当局から要請された場合は全ての添付書類をエストニア語に翻訳すること。申請者は、委

員会規則 2015/2446に則り、本情報が欧州委員会のデータベースに保存されることに同意

する。 

本申請はある産品の一つの状況についてのみ原産性の判断を仰ぐものである。 

 

以下の産品について BOIを申請する： 

1. 産品の名前 産品の記述と関税分類 

（関税分類は少なくとも 8桁（CNコード）であること） 

2. 産品の詳細組成、試験、管理方法、及び該当する場合は工場渡し価額 

（工場渡し価額とは、全ての材料コストから、輸入する場合には還付される内国税を引い

た、最終加工業者に支払う価格） 

3. 原産地回答のために必要な情報 

a)製造国：2 カ国以上の国で製造された場合は、それぞれの国で実施された工程の説明を

記入（必要な場合当該国において付加された価値も記入する） 

b)製造に使用した材料：説明、関税分類、原産地、価値を記入する。 

（材料は製造に使われた全ての原材料、組成物などである。価値とは、輸入時点における

製造材料の関税課税価格で、もしこれが不明な場合は、最終製造国における材料に支払

われた最初の特定価格となる） 

c)仕向け先国と出荷国 

4. 原産地回答のための原産情報 a)か b)を選択し、c)を記入する 

a)非特恵原産性 □ 

b)特恵原産性  □ 

―選択する場合は、適用される特恵協定名を記入する。 

c)申請者が考える原産国 

5. 以前に同一、もしくは同様の産品に関する BOIおよび／または BTIが 

 □申請されている    □BOI 

 □発行されている    □BTI 

  

 参照番号 

（申請産品と、製造材料の両方に関して記入すること） 

6. 機密情報  

（どの提出書類が機密情報であるかをここに記入する。これらの情報も欧州委員会のデー

タベースに保存されるが、一般公開はされない） 

7. 申請理由 

追記 添付   点：説明書類、サンプル、インボイスコピーなど 
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【フォーム】 
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出所： Maksu-ja Tolliamet 

  



 

 

2018.12             Copyright (C) 2018 JETRO. All rights reserved 

127 

 

 スロベニア 

 

（1）申請方法 

BOI（スロベニア語で ZIPB：Zavezujočea informacija o poreklu blaga）の申請窓口は、税

関当局（Generalni carinski urad）である。スロベニアでは、BOI 決定の申請のための BOI ガ

イダンス（スロベニア語のみ）をウェブサイト上で公表している24。ガイダンスで説明されてい

る内容は、基本的に「１．EU で定められる特恵原産性の事前教示制度」と同様である。 

申請は、書類で行う。 

 

 

スロベニアの申請窓口 

所管当局： Generalni carinski urad 

住所： Šmartinska 55 1000 Ljubljana Slovenia 

電話番号： +386 14783921 

Eメール： gfu.fu@gov.si 

その他 EUが作成する BOI申請窓口リスト記載の担当者メールアドレスも有効 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームはなし 

制度概要 URL： http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/?type=atom%27A%3D0%3

D679eb03a2e0a6c00512324c1f200dc65%3D5b5eea01ae93da1749e5dd3846508ded 

  

                                                   
24  http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Podrocja/Poreklo_blaga/Opis/Podrobnejsi_ 

opis_2_izdaja_Zavezujoca_informacija_o_poreklu_blaga.pdf 

mailto:gfu.fu@gov.si
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0128(05)&qid=1499417856189&from=EN
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/?type=atom%27A%3D0%3D679eb03a2e0a6c00512324c1f200dc65%3D5b5eea01ae93da1749e5dd3846508ded
http://www.fu.gov.si/carina/podrocja/poreklo_blaga/?type=atom%27A%3D0%3D679eb03a2e0a6c00512324c1f200dc65%3D5b5eea01ae93da1749e5dd3846508ded
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Podrocja/Poreklo_blaga/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Zavezujoca_informacija_o_poreklu_blaga.pdf
http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Carina/Podrocja/Poreklo_blaga/Opis/Podrobnejsi_opis_2_izdaja_Zavezujoca_informacija_o_poreklu_blaga.pdf
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（2）申請フォーム 

スロベニアには、特定の申請フォームはない。前述の BOI ガイダンスで、同国での BOI 決

定の申請にあたり必要となる情報の内容は、EU の UCC 委任規則付属書 A が定める項目に沿

うと規定している。これに基づいて同国の BOI ガイダンスが定める BOI 申請に必要な情報（必

須情報と任意情報）は以下の通り。 

 

図表 26 スロベニアの BOI 決定申請に含める情報 

データ 

項目番号 

データ項目名 求められるデータ 

グループ 1： 申請に関する情報  

1/1 申請のコードタイプ 

（必須） 

申請の書簡に BOI決定を申請するコードタイプを記入。 

1/2 署名／認証（必須） 申請書は、申請者が署名する。肩書も記載する。代理人が申請書に署名する

場合は、税関当局の要請時には、委任状を提出しなければならない。 

グループ 2：裏付資料、証明書、承認 

2/1 その他の申請および

回答（必須） 

（5/1、5/2、III/3に記載した）同一あるいは類似の産品に対し、既に BOI/BTI

の申請を行ったことがある場合や、すでに BOI/BTI 回答を受けている場合、

その旨を申請登録番号や回答参照番号とともに記載する。 

同一あるいは類似の産品に同じ法的根拠で BOI 決定を受けたことがあるが、

その回答が失効している場合や、有効期限の終了が近い場合、受理に必要な

全条件が満たされていれば、当局は新たな申請を受理できる。 

2/2 他の保持者に対して

発行された BOI／BTI

回答（必須） 

申請者は、同一あるいは類似の産品に同じ法的根拠で発行済みの BOI/BTI 回

答に関し情報を持っているかどうかを記載。情報を持っている場合、以下の

情報を任意で記載する。参照番号、BOI決定の開始日、関税分類コード 

2/3 未決または通達済み

の法的・行政手続き

（必須） 

（5/1、5/2、III/3に記載した）同一あるいは類似の産品について、原産性に

関し EU域内で未決となっている法的または行政手続きに関する情報や、EU域

内で当該産品の原産性について下された裁判所の判決に関する情報を持って

いるかどうか。情報を持っている場合は、裁判所名・住所、未決のケースや

判決の参照番号等の関連情報を記載。 

2/4  添付資料（必須） 申請者は、申請に添付した資料のタイプ、（該当する場合）識別番号、文書の

発行日、資料の合計数を記載。 

添付資料に、申請書に記載したデータ項目に関する追加的情報が含まれてい

る場合は、そのデータ項目について言及。 

グループ 3：当事者 

3/1 申請者（任意） 

 

申請者とは、税関当局に BOI決定の申請を行う者。 

申請者の氏名・肩書・住所 

（間接的代理の場合は申請者となった代理人の氏名・肩書・住所） 

3/2 申請者の識別 

（必須） 

申請者とは、税関当局に BOI決定の申請書を提出する者。 

申請者の EORIナンバー（間接的代理の場合は代理人の EORIナンバー） 

3/3 代理人（任意） 

 

3/1または 3/2に申請者が記載されている場合、代理人の氏名・肩書・住所を

記載。 

直接的代理の場合、代理人の氏名・肩書・住所を記載。 

税関当局から要求があった場合、代理契約や委任状、権限移譲を証明し代理

資格を確認できるその他の文書等の証拠のコピーを提出。 

3/4 代理人の識別 

（必須） 

3/1または 3/2に申請者が記載されている場合、代理人の EORIナンバーを記

載。 

直接的代理の場合、代理人の EORIナンバーを記載。 

税関当局から要求があった場合、代理契約や委任状、権限移譲を証明し代理

資格を確認できるその他の文書等の証拠のコピーを提出。 

3/6 申請責任者の連絡先 

（必須） 

申請上の全ての情報に関し当局からの問い合わせの窓口となる申請責任者の

氏名および連絡先（電話番号、Eメールアドレス、（該当する場合）FAX番号） 

グループ 4：日付、時間、期間、場所 

4/1 場所 

（必須） 

申請書に署名または認証した場所 
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4/2 日付（必須） 署名の日付あるいは申請認証日 

4/3 税関目的の主な会計

情報がある場所また

はこのような勘定に

アクセス可能な場所 

税関目的の主な会計情報がある場所またはこのような情報にアクセス可能な

場所の住所（この情報は、申請者が AEOである場合は記載不要）。 

会計情報がある国が（データ項目 3/2（申請者の識別情報））にある国と異な

る場合のみ記載。 

 
グループ 5：産品の特定 

5/1 品目コード（必須） 申請対象産品の関税分類コードの「項」（heading:上 4桁）/「号」（subheading:

上 6桁  

当該の産品とその原産性の回答ルールを特定できるよう十分詳細に記載。 

申請者が BOI 決定を申請する場合、同一の産品に対し BTI 回答を保有してい

る場合には、その回答で決められた 8桁の CNコードを記載。 

5/2 産品の説明（必須） 産品を特定できるような詳細説明 

グループ 7：活動・手続き 

7/1 取引のタイプ（必須） 申請が、輸入・輸出取引のいずれに関連するか。BOI決定を利用して行う予定

の取引を記載する。 

グループ 8：その他 

8/4 サンプル等 

（必須） 

製造プロセスや材料の加工を説明するのに有用な産品の組成物や部品の材料

に関するサンプル、写真やパンフレット、その他の資料を記載。 

サンプルは税関当局から特に請求があった場合のみ提出する。 

8/5 追加情報（任意） 申請者が必要で有益とみなす場合、追加情報を任意で提出 

BOI申請および決定のために要求される特定のデータ 

III/1 法的根拠（必須） UCC 第 59 条と第 64 条のうち当てはまる法的根拠。申請が非特恵原産に関連

する場合は、UCC 第 59 条と記載。申請が特恵原産に関連する場合は、UCC 第

64条と記載し、BOI決定を使用する予定の国名を記載する。 

III/2 産品の組成（必須） 産品の組成とその工場渡し価額（この情報が原産性の判断に必要な場合） 

III/3 原産性の判断を可能

にする情報（必須） 

原産地の特定を可能にする情報を提供する。使用した材料とその原産地、関

税分類、価格と状況の説明（関税分類の項の変更（CTH）に関するルール、付

加価値、製造および加工プロセスの説明、その他の関連規則）のうち、原産

地の回答に関連する条件を満たすことを可能にするもの。特に、適用される

と考えられる原産地規則とその原産性。これらの情報が、税関当局が産品の

原産性を判断する際の情報であり、情報の正確性は、情報を提供する申請者

側の責任となる。 

III/4 機密扱いとするデー

タ（必須） 

申請者は、どの情報を機密扱いにすべきか記載することができる。 

III/7 工場渡し価額（必須） 原産性の特定のために必要な場合、工場渡し価額は必須情報となる。 

出所： スロベニアの BOIガイダンスより作成 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。  
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 ブルガリア 

 

（1）申請方法 

ブルガリアの BOI（ブルガリア語で ОИП：Обвързваща информация за произхода）の

申請は、税関当局中央税関総局の関税活動・手法総局内の原産地規則関連のセクションが窓口

となっており、下表の住所または E メールアドレスに必要書類を送付する25。また、税関当局

の電子ポータル26を通じて提出することもできる。申請に費用はかからない。 

 

ブルガリアの申請窓口 

所管当局： National Customs Agency 

部署： Central Customs Directorate (CCD) 

Customs Activity & Methodology Directorate 

Sector for Origin of Goods 

住所： 

47, GS Rakovski Str., 

Sofia 1202  

Bulgaria 

電話番号： 
+359 298594313（直通） 

+359 298594210（CCD代表） 

Eメール： origin@customs.bg  

申請フォーム 

入手先： 

申請フォームはない 

制度概要 URL： http://customs.bg/document/11273（ワード文書） 
※2018 年 1 月に行われた組織変更前の 2017 年 7 月に最新更新された文書であるた

め、所管部署名は現在と異なる。 

 

（2）申請フォーム 

ブルガリアでは BOI の申請フォームは用意されていないが、上記表の URL で申請に必要と

されるデータなどの情報がまとめられている（ワード）。同文書はブルガリア語のみで英語情報

はない。 

 

  

                                                   
25 表中に記載した税関当局の文書には、税関当局中央税関総局内に申請書類を持参して提出することも可能で

あることが記載されている。 
26 https://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/customs/aidaportal.nsf/serviceDesc.xsp  

mailto:origin@customs.bg
http://customs.bg/document/11273
https://onlinefrontoffice.ecustoms.bg/customs/aidaportal.nsf/serviceDesc.xsp
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図表 27 ブルガリアの BOI 決定申請に含める情報 

記載事項 

(a) 保持者の氏名および住所 

(b) 適用される法的枠組み 

(c) 産品の詳細説明と関税分類 

(d) 産品の組成およびこの特定のために用いた方法、および必要に応じて工場渡し価額 

(e) 原産性の特定を可能にする条件、利用した材料とその原産地、関税分類、価値、条件を満

たしていることを示すための状況の説明（関税分類の変更、付加された価値、加工・工程

の説明、その他特別な原産地規則）：特にどの原産地規則を適用したかを明確にし、産品

に該当すると考えられる原産性について言及 

(f) 産品の組成とその構成材料に関して利用可能なサンプル、写真、図面、カタログまたはそ

の他の資料で、製造プロセスまたは材料に施される加工の説明に役立つもの 

(g) 税関当局が要請した場合、それぞれの添付書類のブルガリア語翻訳を提出することに対す

る同意 

(h) 一般公開向けあるいは当局に対し機密扱いとするべきデータ 

(i) 申請者が認識している範囲で、（c）と（e）に挙げたのと同一もしくは類似の産品または

材料に関して、EU 域内で既に申請済みあるいは発行済みの BTI回答または BOI決定がある

かどうかを記載 

(j) 提出した情報が、欧州委員会のデータベースに保存されることに対する同意 
出所：National Customs Agency 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

なお、当局への問い合わせに対し、ブルガリアでは BOI 決定の発行の実務経験が乏しい（最

後に発行したのは 2 年前）とのコメントがあった。 
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 ラトビア 

 

（1）申請方法 

BOI（ラトビア語で Saistoša informācija par izcelsmi）の申請窓口は、State Revenue Service 

of the Republic of Latvia（SRS）となる。当局によれば、2018 年 7 月時点で SRS は、ラトビ

アの企業から BOI 決定の申請を受けたことはなく、そのため、特に申請フォームは作成してお

らず、申請書の書式は自由である。 

 

ラトビアの申請窓口 

所管当局： State Revenue Service of the Republic of Latvia  

National Customs Board  

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvalde   

  

住所： Talejas Street 1 Riga, LV-1978 Latvia  

Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 Latvija 

電話番号： +371 67121007  +371 67121011 +371 67120968 

Eメール： MP.lietvediba@vid.gov.lv 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームはない 

制度概要 URL： BOIの概要に関する URLは特になし。所管当局の URLは次の通り。

https://www.vid.gov.lv/ 

https://www.vid.gov.lv/lv/node/113603 

 

（2）申請フォーム 

前述の通り、ラトビアには BOI 申請フォームはない。申請者は、書式自由の申請書を提出す

ることができる。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。  

mailto:MP.lietvediba@vid.gov.lv
https://www.vid.gov.lv/
https://www.vid.gov.lv/lv/node/113603
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 リトアニア 

 

（1）申請方法 

BOI（リトアニア語で Privalomoji kilmės informacija）の申請窓口は、財務省下税関庁

（Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos）である。リトア

ニアでは、UCC および UCC 委任規則、UCC 実施規則および EU の BOI ガイダンスに従って、

必要情報を提出することになる。特定の BOI 決定申請フォームは作成されていないが、上記の

EU 規則が定める以外の情報が求められることはない。BOI 決定申請は公用語であるリトアニ

ア語で行わなければならず、回答もリトアニア語で通知される。 

 

リトアニアの申請窓口 

所管当局： Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

住所： A. Jakšto g. 1/25 01105 Vilnius Lithuania 

電話番号： +370 52666067 +370 52666068 +370 52327480 

Eメール： muitine@lrmuitine.lt 

origincontrol@lrmuitine.lt 

申請フォーム

入手先： 

申請フォームはない 

制度概要 URL： BOIの概要に関する URLは特になし。所管当局の URLは次の通り。

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/titulinis 

 

（2）申請フォーム 

前述の通り、リトアニアには特定の BOI 申請フォームはない。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

  

mailto:muitine@lrmuitine.lt
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/titulinis
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 クロアチア 

 

（1）申請方法 

クロアチアの BOI（クロアチア語で OIP：Obvezujućoj Informaciji o Podrijetlu）申請は、

財務省の税関が窓口となっており、下表の住所に必要書類を郵送する。 

 

クロアチアの申請窓口 

所管当局： Carinska uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske  

Središnji ured 

(Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of 

Croatia Central Office) 

部署： Sektor za carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo,  

Služba za carinsku vrijednost i podrijetlo 

(Sector for Customs tariff, Value and Origin Service for customs 

value and origin) 

住所： 
Alexandera Von Humboldta 4a, 

10000 Zagreb, Croatia 

電話番号： +385 16211300 

Eメール： origin@carina.hr 

申請フォーム 

入手先： 

https://carina.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/CTVP//Obrazac%20zah

tjeva%20-%20OIP.doc（下記のウェブページからアクセス可能） 

制度概要 URL： https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-

vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-

carinske-uprave-4065/obvezujuca-informacija-o-podrijetlu-oip/4082 

 

（2）申請フォーム 

クロアチアの申請フォーム（次頁参照）はクロアチア語のみである。フォームの右上（数字

が振られていない欄）は当局使用欄となっている。その下の欄には、このフォームに署名する

ことによって、このフォームに記入した情報が正確であること、情報が欧州委員会のデータベ

ースに保管される可能性に同意すること、ということが記載されている。また、Box 18 の後の

欄も、当局使用欄となっている。 

 

（3）申請から事前教示を受けられるまでの期間 

UCC が定める統一ルールに従う（Ⅰ．４参照）。 

 

 

  

mailto:origin@carina.hr
https://carina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/CTVP/Obrazac%20zahtjeva%20-%20OIP.doc
https://carina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/CTVP/Obrazac%20zahtjeva%20-%20OIP.doc
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/obvezujuca-informacija-o-podrijetlu-oip/4082
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/obvezujuca-informacija-o-podrijetlu-oip/4082
https://carina.gov.hr/propisi-i-sporazumi/carinska-tarifa-vrijednost-i-podrijetlo/podrijetlo-robe/upute-i-pojasnjenja-carinske-uprave-4065/obvezujuca-informacija-o-podrijetlu-oip/4082
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図表 28 クロアチアの BOI 決定申請フォームとその内容 

【フォームの内容】 

Box 記載事項 

1a. 申請者（名前、住所） 

 

EORIナンバー： 

電話番号： 

FAX番号： 

Eメール： 

1b. 使用者（名前、住所）（申請者と異なる場合のみ記入） 

 

EORIナンバー： 

電話番号： 

FAX番号： 

Eメール： 

2. 代理人（名前、住所） 

 

EORIナンバー： 

電話番号： 

FAX番号： 

Eメール： 

3. 主要な会計情報が入手できる場所（申請者の場所と異なる場合のみ記入） 

 

住所： 

国名： 

4. BOI延長申請の場合 

 

BOI決定参照番号: 

発行年月日: 

年   月   日 

5. 産品の商業的記述： 

6a. 産品の組成： 

6b. 工場渡し価額： 

7. 関税分類  

 

原産地を特定するために十分な程度の分類番号を記入。BTI が発行されている場合は、8

桁の CNコード（フォームにはクロアチア語の略をとって KNナンバーとある）を記入 

8. 取引タイプ 

 

実際に輸入・輸出するための申請かどうか 

 はい／いいえ 

 EUに輸入する（国を記入） 

 輸出する （国を記入） 

9. 製造プロセス： 

10a. 申請者の考える原産地： 

10b. 満たしたとする法的根拠： 

11. 申請目的： 

 特恵□   非特恵□ 

特恵原産性を選択した場合： 

 GSP□       それ以外□ 

「それ以外」の場合は適用協定の詳細を記入 
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12a. 添付提出物： 

 商品説明□  パンフレット□  写真□  サンプル□  その他□  

 

サンプルを返送希望か否か 

 はい□    いいえ□ 

搬送や、分析、専門家のアドバイスなどに要した費用は、申請者の負担となる 

12b. 添付書類： 

タイプと、該当する場合は書類番号や発行日を記入し、添付書類の合計数も記入する 

13. 以前、同一もしくは同様の産品に関して、同国や他の EU 加盟国で BOI／BTI を申請した

ことがあるか 

 はい□   いいえ□   「はい」を選択した場合は詳細と書類のコピーを添付： 

14. 同一もしくは同様の産品に関して、同国や他の EU 加盟国で BOI／BTI が申請もしくは発

行されたという情報を持っているか 

 はい□   いいえ□    「はい」を選択した場合は詳細と書類のコピーを添付： 

15. 申請産品の原産地に関して、進行中もしくは判決が出た訴訟があるか 

 はい□   いいえ□    「はい」を選択した場合は裁判所の名前と住所、ケース

もしくは判決の参照番号、その他の関連情報を記入： 

16. 提出する情報のどれが機密情報か記入 

番号

なし 

当局が要請した場合は、書類の翻訳を提出することに同意する（同意する場合は、「はい」

にチェックを入れる）、また、提出された情報は欧州委員会のデータベースに保存される

可能性があることに同意する（同意する場合は、「はい」にチェックを入れる） 

17. 日付と署名： 

 

日付：年    月   日 

署名と署名者の肩書： 

18. 追加情報： 

当局記入欄 
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【フォーム】 
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出所：Customs Directorate of the Ministry of Finance of the Republic of Croatia Central Office 
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【フォーム】 
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出所：Customs Administration of the Czech Republic 
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レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約 1 分）にご協力ください。 

https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20180034 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「EU加盟各国における特恵原産性の事前教示制度」 

 

 

作成者 日本貿易振興機構（ジェトロ）海外調査部 欧州ロシア CIS課  

〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32  

Tel.03-3582-5569  
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